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第二期中期目標期間の事業

［中期目標］

独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「機構」という。）は、国民生活及

び社会経済の安定等の公共上の見地から不可欠な、生物多様性の確保、化学物

質の管理、消費生活用製品の安全等といった広範囲な政策や技術的法規制の執

行を担うとともに、こうした業務を通じて得られる技術的情報の収集・評価を

行い、社会的基盤として整備することを目的とした特定独立行政法人として設

立された。

これまで機構は、我が国の収集・保存・提供の中核機関として微生物遺伝資

源業務を短期間で立ち上げるほか、化学物質管理法令の施行において省庁の枠

を超えた事務の統合による合理化を実現するとともに、多様な技術的法執行事

務を着実に実行することにより、行政の効率化とともに安全で安心な国民生活

の実現に大きく貢献してきた。

第二期中期目標期間においては、近年における科学技術の急速な進展や、それ

らに伴う生活の多様化等、社会経済情勢の変化を背景として、安全・安心な国民

生活を確保していくためには、関連する各種法律の見直しや新たな法律の制定、

条約への加盟等を通じた、きめ細かな行政的対応が必要となっており、国民生

活の安全・安心に不可欠な技術的情報の収集・提供や、広範囲な技術的法

規制の執行を担う中核機関たる機構の業務は、ますますその重要性が

高まるとともに、業務量の増大が見込まれる。

このような状況の下、機構はその課せられた役割を的確に実施していくため、

国民、産業界からの情報の受信機能を高め、信頼性の高い総合的な技術に関する

情報の発信基地として国民生活と産業活動をつなぐ情報の収集、高度化、評価、

整理、提供を行い、もって経済産業政策の一翼を担い、透明性の高い社会の実現

と国民生活の安全・安心の実現に貢献することを目指すものとする。

［中期計画］

独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「機構」という。）の平成１８年４月

１日から平成２３年３月３１日までの期間における中期目標を達成するための計

画は、以下のとおりとする。

ⅠⅠⅠⅠ．．．．中期目標期間中期目標期間中期目標期間中期目標期間



- 5 -

平成１８年４月１日～平成２３年３月３１日 （５年間）

ⅡⅡⅡⅡ．．．．国民国民国民国民にににに対対対対してしてしてして提供提供提供提供するするするするサービスサービスサービスサービスそのそのそのその他他他他のののの業務業務業務業務のののの質質質質のののの向上向上向上向上にににに関関関関するするするする事項事項事項事項

Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．共通事項共通事項共通事項共通事項

１１１１．．．．戦略的戦略的戦略的戦略的なななな人材育成人材育成人材育成人材育成のののの推進推進推進推進

［中期目標］

業務内容の高度化及び専門化並びに企画立案機能の強化に対応するため、必要と

なる人材像を明らかにするとともに、これに向けたキャリアパスを考慮した、中長

期的視点に立った戦略的な人材の育成、登用を図る。

［中期計画］

職員の技術能力及び企画立案能力の向上のため、必要となる人材像に向けたキャ

リアパスを考慮しつつ、内部教育訓練を積極的に実施するほか、国際機関や外部

専門機関の行う研修に積極的に参加するとともに、中長期的視点に立った戦略的

な人材育成を図るため、独立行政法人産業技術総合研究所、大学等の関係機関と

の人事交流、国際会議等への若手職員の派遣、専門的能力を有する人材の登用等

を積極的に行う。

［中期実績］

機構職員が、階層に応じた資質と各種専門能力を習得し、「広い視野」と「高い

適応能力」を持って質の高い業務を遂行するため、ＮＩＴＥ長期ビジョンに沿った

キャリアパスの見直し、職務行動評価の本格実施、自発的なチャレンジ課題の設定

と自己研鑽研修への支援制度の創設、４分野横断的な社会リスク検討を行ったほか、

各階層別研修の計画的実施、各種勉強会の開催、若手職員の国際会議等への積極的

参加を推進し、中長期的な視点に立った戦略的な人材育成を推進した。

２２２２．．．．戦略的戦略的戦略的戦略的なななな広報広報広報広報のののの実施実施実施実施

［中期目標］

機構の業務内容とその成果及び重要性について、広く国民に理解が浸透し、機構

の発信する技術に関する情報がより広く活用されるよう戦略的な広報を行う。

［中期計画］

機構の業務内容とその成果や重要性について、広く国民に理解が浸透し、機構

の発信する技術に関する情報がより広く活用されるようにするため、広報戦略を

策定し、これに基づいた広報を行う。
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［中期実績］

○ 新聞、テレビなどの主要なマスメディアをターゲットとした広報戦略により、製

品安全センター、バイオテクノロジーセンターを中心に、業務活動や業務成果が数

多く取り上げられ、機構の業務に対する国民の理解を深めるとともに、業務成果が

活用される機会を広く提供した。

・プレス発表は、月１回以上のペースで実施

・新聞掲載件数の増加 １７５件(１８年度)→３８２件（２２年度)

・テレビ放送件数の増加 ２３件(１８年度)→１９１件（２２年度）

・報道関係者を対象とし機構の技術的・専門的な業務内容を解説する場として、

「ＮＩＴＥ懇話会」を２１年度より開催。

○各部門の業務活動や業務成果を知らせるための業務広報を積極的に展開した。

・積極的な成果発表会の開催

延べ５２２人、３回 (１８年度) →延べ１，１７４人、５回(２２年度)

３３３３．．．．マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントのののの改善改善改善改善

［中期目標］

各分野の連携による能動的な企画管理機能の強化を図るとともに、自主性、自発

性を高め得る目標管理制度への更なる改善・定着を図る。

［中期計画］

各分野の連携による能動的な企画管理機能の強化を図るため、分野横断的な戦略

構築と運営機能を高める組織体制の整備を行うとともに、自主性、自発性を高め得

る目標管理制度への更なる改善・定着を図る。

［中期実績］

○各分野の連携による能動的な企画管理機能の強化を図るため、機構の運営に関す

る重要事項の基本方針検討及び事業執行に係る判断を行う運営会議（理事長、理事、

各分野の長等で構成）を設置した。また、意思決定プロセスへ若手・中堅職員を参

加させる企画委員会を設置し、ボトムアップの体制を構築した。（１８年度）

○更なるマネージメントの改善を図るため、法人の目標達成を阻害する要因をリス

クと位置づけ、トップマネジメントの下、すべての職員がリスク低減に向けた継続

的な取組を行うよう、職務上の行動指針の策定をはじめ、役職員に日常の業務活動

においてリスク等を意識する仕組みづくりを行うことによって、内部統制システム

の構築、整備・運用を図った。

○統制環境の整備として、基本理念（１８年度策定）に引き続き、新たに職員行動

指針及びリスク管理方針を２０年度に策定し、職員に周知徹底を行い、組織の気風

を明確にするとともに、すべての職員の意識向上を図った。



- 7 -

また、統制活動の整備として、業務管理シートの運用では、目標管理制度に加え、

人員・予算・リスク管理も併せて、統合管理することを実現した。

○ 組織価値の向上を図るため、長期ビジョン、第３期中期計画、全体戦略、部門戦

略を策定するプロセスに、若手職員を中心に数多くの職員が参画し、検討できる仕

組みを提供し、全所的な検討を行った。その結果、長期ビジョンから職員一人ひと

りの業績目標まで一貫した目標設定が達成でき、第３期以降の業務の方向性が組織

的に一体化された。

また、今回の取り組みによって、職員と経営陣、職員間のコミュニケーションの

活性化が図られるなど副次的効果を生まれた。

○ 毎週の運営会議、半期ごとの理事長ヒアリング、リスク管理委員会等を活用して、

リスクを積極的に洗い出し、把握し、組織横断的に情報共有を図った。

○自主性、自発性を高め、職員がより積極的に自らの業務に取り組めるよう、目標

管理制度目標について、通常業務と課題に分けて設定できるよう改善を行うととも

に、新制度に関する説明会を各所で行った。（１８年度）

○講習事業の関係書類の廃棄において、外部委託事業者による不適切な処理が判明

したことから、本件事案が生じた原因を究明し、個人情報の適正な取扱いの確保及

び個人情報の漏えい事故等の未然防止の観点から、外部有識者で構成した第三者委

員会を設置し、今後不適切な処理が行われないよう、再発防止措置、安全確保の措

置等を講じた。（２１年度）

○試験所の技術的能力等の審査に用いる書類の一部を、当該審査業務に携わる非常

勤職員が電車内に置き忘れたことについて、ホームページに書類の紛失についての

事実を公表するとともに、直ちにすべての常勤・非常勤職員に対して情報の取り扱

いや、紛失事故発生の場合の対応について、周知徹底するなどの措置を講じた。ま

た、ＲＣＡ手法を用いて根本原因分析を行い、その結果に基づいて実施要領、手順

書等のマネジメントシステム文書の見直し、職員の教育、危機管理の具体的手順化

等の再発防止対策を検討し、策定した。（２２年度）

○ガス消費機器設置工事監督者資格講習修了試験の出題問題に誤りがあることが判

明したことについて、ホームページ上で出題の誤りについて公表するとともに、試

験問題作成のチェック体制、再発防止策について検討を行い、その結果を原子力安

全・保安院に報告した。（２２年度）

○資格講習修了試験の出題問題の誤り、認定業務における審査書類の置き忘れにつ

いては、適切なタイミングで幹部に報告されず組織的対応が遅れたことから、機構

の組織文化まで立ち返った根本原因分析と、対応策を検討した。（２２年度）

対応策に従い、組織文化の向上、統制環境の整備を図るための基本ルールを策定

あるいは見直を行い、統制活動を支援する仕組みを構築、運用することで、職員の

リスクの予見力、危機管理対応能力等のスキル向上を図ることとしている。

Ｂ．Ｂ．Ｂ．Ｂ．バイオテクノロジーバイオテクノロジーバイオテクノロジーバイオテクノロジー分野分野分野分野

［中期目標］

バイオテクノロジーは医薬、食料、環境等多様な分野において様々なポテンシャル
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を有する技術として急速に発展している。特に少子高齢化が進展し、環境問題が深刻

さを増す中で、バイオテクノロジーの貢献がますます期待される。そのような中で、

我が国の政策として、バイオテクノロジーによる新たな産業、市場を創出し、国民の

ニーズの実現と我が国の競争力の確保に資することが重要である。また、我が国が強

みを有する微生物等の分野を始め、バイオテクノロジーの研究開発及びその成果の実

用化を進める上で、微生物等の生物遺伝資源の収集・ゲノム解析、天然化合物の確保

及びそれらの資源の利活用が重要である。

以上の背景の下、機構は、我が国を代表する微生物を中心とした中核的な生物遺伝

資源機関として、生物多様性条約の発効により多様な生物遺伝資源を整備し利用する

ことが困難になっている状況も踏まえつつ、人材の育成・確保による技術力の向上や

国内外の生物遺伝資源機関との連携体制を構築・強化すること等を通じて、研究開発

や産業上有用な生物遺伝資源を戦略的に収集し、永続的に保存するとともにその提供

体制を強化すること等により生物遺伝資源の利用拡大を推進する。また、国内及びア

ジア諸国に分散している生物遺伝資源の有効利用を図るため、それら情報を集約し提

供する世界有数の生物遺伝資源機関ネットワークを構築し、その中核的拠点となる。

さらに、生物遺伝資源機関としての技術やノウハウを活用しつつ、遺伝子組換え生物

等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく立入検査等を実施

する。

これら業務の実施を通じ、微生物の収集・保存・提供機能、ゲノム解析機能及び国

内外とのネットワーク機能等を融合させた微生物に関する世界最高レベルの機能を有

する生物遺伝資源機関を目指し、バイオテクノロジーの研究開発及びその成果の実用

化の推進に貢献するとともに、法の適正な執行に貢献することを期待する。

１１１１．．．．生物遺伝資源生物遺伝資源生物遺伝資源生物遺伝資源にににに係係係係るるるる情報等情報等情報等情報等のののの提供業務提供業務提供業務提供業務

((((1111)))) 生物遺伝資源生物遺伝資源生物遺伝資源生物遺伝資源のののの戦略的収集戦略的収集戦略的収集戦略的収集・・・・保存保存保存保存・・・・提供提供提供提供

［中期目標］

研究開発や産業上有用な生物遺伝資源を戦略的に収集し、永続的に保存・提供を

行うため以下の業務を行う。

① 有用機能等の探索源となる微生物の収集・保存・提供

これまでにない利用価値の高い微生物収集のため、国内外において新規機能を

有する可能性が高いと思われる環境において微生物を探索・収集、日本への移転

を行い、約３万株の微生物を収集し、その提供体制を整備する。

② 他機関の研究成果である微生物の収集・保存・提供

大学や企業等の研究により論文等で報告された微生物のうち利用価値が高く産

業利用可能な微生物約１万株を収集し、提供体制を整備する。

③ DNAクローンの収集・保存・提供

ゲノム解析の成果物や、大学や企業の研究成果としてのDNAクローンについて、

その有用性を考慮し収集・保存、提供体制を整備する。

④ 生物遺伝資源の提供体制強化と利用促進

新規有用機能獲得のためのスクリーニング材料として微生物を大量に提供する
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ための効率的な体制を整備し、利用を促進する。

［中期計画］

研究開発や産業上有用な生物遺伝資源を戦略的に収集し、永続的に保存・提

供を行うため以下の業務を行う。

① 有用機能等の探索源となる微生物の収集・保存・提供

これまでにない利用価値の高い微生物の収集のため、国内においては、新規

機能を有する可能性が高いと思われる環境に生息する微生物の探索・収集を行

う。海外においては生物多様性条約による制約下において、生物多様性の豊富

なアジア諸国において新たな有用機能を持つ可能性が高い放線菌、菌類等を中

心に探索・収集し、日本への移転を行う。以上により、国内外あわせて約３万

株の微生物を収集し、その提供体制を整備する。

② 他機関の研究成果である微生物の収集・保存・提供

大学や企業等の研究により論文等で報告された微生物のうち利用価値が高く

産業利用可能な微生物約１万株を国内外の大学、研究機関、企業等からの寄託

や交換等により収集し、提供体制を整備する。

③ DNAクローンの収集・保存・提供

ゲノム解析の成果物や、大学や企業の研究成果としてのＤＮＡクローンにつ

いて、その有用性を考慮し、ユーザーニーズを踏まえた収集・保存、提供体制

を整備する。

④ 生物遺伝資源の提供体制強化と利用促進

ユーザーニーズを踏まえた生物遺伝資源の提供を行い、利用促進を図るため、

新規有用機能獲得のためのスクリーニング材料として微生物を大量に提供する

ための効率的な体制を整備する。

［中期実績］

① 有用機能等の探索源となる微生物の収集・保存・提供

中期目標数３万株を上回る有用機能等の探索源となる微生物約３．５万株を収

集・保存した。国内においては、各地の土壌、強酸性土壌、砂、腐朽木、リター、

薬用植物、海藻、ナマコ、ホヤ、イソギンチャク、昆虫等の試料から菌株の分離を

行った。海外においては、アジア４カ国（モンゴル・インドネシア・ベトナム・ブ

ルネイ）と二国間による微生物探査プロジェクトにより、日本にはない環境（乾燥

地域、塩湖、熱泉、熱帯雨林の土壌、落葉）および発酵食品からの菌株の収集・保

存、石油分解細菌等の産業有用機能菌の収集・保存を行った。

有用機能等の探索源となる微生物の収集・保存実績

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 第二期累計
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6,697 5,033 4,413 10,447 7,988 34,578

また、生物多様性条約（ＣＢＤ）を遵守した微生物移転合意書（Ｍａｔｅｒｉａ

ｌ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ：ＭＴＡ）により国内企業および大学

と個別に契約し、収集した微生物の提供を行った。

② 他機関の研究成果である微生物の収集・保存・提供

中期目標数を上回る有用機能等の探索源となる微生物約１万株を収集・保存し

た。特に、エタノール生成菌や食経験のある酵母等の産業ニーズが期待される微生

物の収集・保存を行った。

他機関の研究成果である微生物の収集・保存実績

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 第二期累計

1,239 3,935 1,337 1,844 1,862 10,217

また、メルマガや各種学会への出展等積極的な広報活動により企業および研究機

関などへの微生物の分譲株数は、２２年度には過去最高の分譲数８，９２３株（第

一期末比２３％増）となった。

分譲株数

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 第二期累計

8,019 7,241 7,798 8,320 8,923 40,301

③ ＤＮＡクローンの収集・保存・提供

ゲノム解析株のＤＮＡクローンおよび提供用ゲノムＤＮＡの収集および提供を

行った。また、１９年度より世界最大規模のヒトタンパク質発現用クローンの提供

を開始し、ヒトｃＤＮＡクローン、ヒトＧａｔｅｗａｙクローンの提供を行った。

④ 生物遺伝資源の提供体制強化と利用促進

【ＩＳＯ９００１の認証取得・維持・継続】

生物遺伝資源機関としての品質を国際的な水準とするため、ＩＳＯ９００１によ

るマネジメント認証を１８年１２月に生物遺伝資源部門で取得し、毎年定期審査を

受け、継続が認められている。

【東北支所でのバックアップ】

植物防疫法に基づく保管管理の許可を受け、対象となる海外で収集した微生物を

含め、新たに収集した微生物株等を東北支所に移送し、バックアップとして保管管

理を行った。

【講習会の開催】

２０年度および２１年度に生物遺伝資源の利用を促進するための普及、啓発活動

として、微生物変異原性試験（ＢＭＳ）研究会と共同で、Ａｍｅｓ試験（復帰突然

変異試験）の試験方法および試験検定菌の取り扱いについて講習会を開催した。２

２年度には、利用者から要望のある微生物の基本的な取り扱いに係る実験講習会を

開催し、微生物の利用促進を図った。
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((((2222)))) 国内及国内及国内及国内及びびびびアジアアジアアジアアジア諸国諸国諸国諸国とのとのとのとの生物遺伝資源機関生物遺伝資源機関生物遺伝資源機関生物遺伝資源機関ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの構築構築構築構築

［中期目標］

我が国を代表する微生物を中心とした中核的な生物遺伝資源機関として、国内及び

アジア諸国に分散している様々な特徴を持った生物遺伝資源の有効利用を図るため、

国内及びアジア諸国における生物遺伝資源機関ネットワークの中核的拠点として生物

遺伝資源に関する様々な情報を集約し、我が国の利用者が的確かつ効率的に活用でき

る体制を整備する。また、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の提唱する国際的生物遺伝

資源機関ネットワークの構築に貢献する。

［中期計画］

国内及びアジア諸国に分散している様々な特徴を持った生物遺伝資源の有効利用を

図るため以下の業務を行う。

① 国内生物遺伝資源機関とのネットワークの構築

国内生物遺伝資源の有効利用を図るため、微生物に関する生物遺伝資源機関との

連携を強化し、生物遺伝資源に関する様々な情報を収集・整備した統合データベー

スを構築する。

② アジア諸国との生物遺伝資源機関ネットワークの構築

アジアの生物遺伝資源の有効利用を図るため、機構が中核となり発足したアジア

地域における生物遺伝資源の保存と利用促進を目的とする多国間の協力体制を強

化・推進し、この枠組みを活用し、機構を中核的拠点としてアジア諸国との生物遺

伝資源機関ネットワークを構築する。

③ ＧＢＲＣＮ枠組み構築への貢献

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が提唱する国際的な生物遺伝資源機関ネッ

トワーク（ＧＢＲＣＮ）の枠組み構築活動に参加する。

④ データベース等の充実と情報等の利用促進

機構が保有する生物遺伝資源に関する様々な情報の利活用を促進するため、カタロ

グやデータベース等を整備・充実させ、学会、インターネット、雑誌等への発表等を

活用した広報活動等を行う。

［中期実績］

① 国内生物遺伝資源機関とのネットワーク構築

１８年７月よりＮＢＲＣが運営・管理の主体となり、日本微生物資源学会（ＪＳＣ

Ｃ）参加２３機関中機構を含めた主要４機関のデータを統合したデータベース（ＪＳ

ＣＣオンラインカタログ）をインターネット上に公開し、データのアップデート等の

メンテナンスも実施している。公開微生物総数は、２２年度末で５８，５１８株であ

る。

② アジア諸国との生物遺伝資源機関ネットワークの構築
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機構が中心的役割を担い、アジア各国の生物遺伝資源機関（ＢＲＣ）のネットワー

クである「微生物資源の保存と持続可能な利用のためのアジア・コンソーシアム（Ａ

ＣＭ）」において、年１回会合を開催し、各国の多様な微生物の利用、ＢＲＣデータベー

スの構築、生物資源の移転と利益配分のあり方等について意見交換を行った。ＡＣＭ

会合内で開催される生物資源情報管理タスクフォースでは、微生物株データの統合検

索システム（ＡＢＲＣＮ）を構築・運用している。２２年度末にはＮＢＲＣ株１３，

１１３株に加え、中国９，５５８株、韓国５，４６６株、タイ１，０８８株およびフィ

リピン４，０２３株の検索が可能となっている。

③ ＧＢＲＣＮ枠組み構築への貢献

ＯＥＣＤバイオテクノロジー作業部会、ＢＲＣタスクフォース会合に専門家として

出席し、国際的ルール作りに貢献するとともに、世界微生物株保存連盟（ＷＦＣＣ）

主催のシンポジウムにおいて機構職員が座長を務め、グローバルＢＲＣネットワーク

構想の普及に貢献した。

また、ＢＲＣを認証する国際的制度の確立を目的とし、ＯＥＣＤが生物資源の品質

基準や組織の運営方法などを定めたベストプラクティスガイドラインに、各国の BRC

が準拠できるかを検証するＧＢＲＣＮ実証プログラムに参加し、同プログラムの認定

制度の検証を着実に実施した。

④ データベース等の充実と情報等の利用促進

新たに保存された微生物および解析されたゲノム情報をカタログデータベースに追

加し整備・充実を図った。また、２１年度にはカタログ第１版以降新たに保存された

微生物菌株データを最新の情報に更新し、３，７５８株を追加した第２版を出版した。

２１年度より各課から人員を集結して利用促進に係るチームを立ち上げ、ＮＢＲＣ

株の利用促進を目的としたパンフレットやチラシの作成、およびそれらのイベントや

学会等での配布、ＰＲを行い、ＮＢＲＣの認知機会を増やすことによる利用促進を図っ

た。また、機構の生物遺伝資源の保存方法、培養方法等利活用に関する様々な情報を

利用者に提供するため、メールマガジンの隔月での配信を行った。その結果、第１期

末の分譲数に比べ、２３％増となる約９千株の分譲を行うことができた。

((((3333)))) ゲノムゲノムゲノムゲノム解析等基本的機能解析等基本的機能解析等基本的機能解析等基本的機能のののの充実充実充実充実とととと社会的貢献社会的貢献社会的貢献社会的貢献

［中期目標］

生物遺伝資源の利活用を促進するため、生物遺伝資源機関としての基本的機能で

あるゲノム解析をはじめとする能力を充実させ、機構が保有する生物遺伝資源のう

ち世界的に未解析である分類群を代表する微生物のゲノム解析を行う。また、これ

まで蓄積してきた技術やノウハウを基に社会的・政策的に意義のある微生物のゲノ

ム解析等や共同研究を実施することにより、様々な社会的課題の解決に資する。

［中期計画］

生物遺伝資源の利活用を促進するため、機構が保有する生物遺伝資源に対して分

子系統解析、分類上基幹となる微生物のゲノム解析等を実施し、情報を整備する。
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また、産学官の有識者等の意見も踏まえ、社会的・政策的意義が高い微生物等のゲ

ノム解析等を、機構が培ってきた技術やノウハウを活用し、学術界・産業界等との

共同研究等により実施する。

［中期実績］

【機構が保有する微生物株のゲノム解析】

生物遺伝資源に関する情報を整備し、付加価値を高めて利活用を促進するため、

機構保有の微生物株の中から、分類上の基幹となるもの（系統分類上の基準となる

株、潜在的な利用価値の高い分類群の標準株）を選定し、大学、企業等の共同事業

先等と協力し、ゲノム解析（遺伝子領域・機能の推定、遺伝子の発現解析等）及び

それらのデータベース化を行った。２２年度末で３１菌の塩基配列が決定している。

【社会的・政策的に価値の高い微生物のゲノム解析】

インフルエンザウイルスの大規模解析について、季節性インフルエンザゲノム解

析を毎年行い、合計２，６７６株のゲノム解析を行った。さらに２１年度より、新

型インフルエンザへの対応を開始し、合計２７４株のゲノム解析を実施し、配列デー

タの取りまとめ、系統解析、薬剤耐性変異・強毒化変異の有無についても解析を行

い、新型及び流行性インフルエンザの監視に役立てられた（感染研との共同事業）。

また、これらの成果は、ＷＨＯのインフルエンザワクチン選定会議や、インフルエ

ンザ薬耐性株サーベイランスネットワーク会議へ資料として提供され、流行株の正

確な予測や薬剤耐性株の監視体制の強化などに役立った。

((((4444)))) 海外資源国海外資源国海外資源国海外資源国とのとのとのとの二国間協力体制二国間協力体制二国間協力体制二国間協力体制のののの構築構築構築構築

［中期目標］

生物多様性条約の発効により入手や利活用が困難となっている海外生物遺伝資源

の産業利用の推進を可能とするため、我が国を代表する微生物を中心とした中核的

な生物遺伝資源機関としてアジアを中心とした関係各国との二国間の協力体制の構

築や連携を強化し、我が国の研究機関や民間企業が海外の生物遺伝資源を活用でき

る体制を整備する。

［中期計画］

生物多様性条約の発効により入手や利活用が困難となっている海外生物遺伝資

源の我が国における持続的な利活用のため、アジア諸国と生物多様性条約を踏ま

えた微生物の利用に関する二国間協定（ＭＯＵ）の締結や共同事業契約（ＰＡ）

等を通じ、海外資源国との連携を強化する。

［中期実績］

アジア諸国との二国間協力事業については、新たにモンゴル・ブルネイとの関係を
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構築し、アジア資源国６カ国とＭＯＵを締結しアクセスルートを拡大することによ

り、国内の微生物資源には見られない特性を有する微生物資源にアクセスする機会

を産業界等に提供（企業との合同探査 延べ１３社）した。

【ベトナムとの協力関係について】

① 微生物探索

日本企業３社が参加し、放線菌５００株、菌類８８株、カビ４１２株を分離・選

択し、機構を経由して企業に移転した。また、微生物の分類学、生態学に関する技

術協力に加え、ベトナム側の要望を受け、バイオマスに活用できる微生物（糸状菌・

放線菌）の探索を実施し、ベトナム側へ技術移転を行った。

② 研究者の招へい

５年間で合計１０名のベトナム微生物プロジェクトメンバーの研究者を機構へ招

へいし、共同事業を実施した。

【モンゴルとの協力関係について】

① 微生物探索

１８年６月にモンゴル科学院とＭＯＵを締結し、同院生物研究所とＰＡを締結し

た。日本企業等２社が参加し、酵母７７株及び細菌１６４株、カビ３００株を分離・

選択し、機構を経由して各社に移転した。また、日本企業の要望に応じて、機構職

員が日本企業の研究者とともに、遊牧民のゲルを訪問して乳製品を得る等各種乳製

品から微生物を収集することで、企業による食経験のある乳酸菌と酵母の収集活動

を強化することができた。これにより、日本企業による新たな食品開発を可能とし

た。また、モンゴルの地理的特性を活かし、一度に多彩な環境（乾燥地域、熱泉、

塩湖等）での探索も行い、効率的な微生物の収集を行った。

② 研究者の招へい

５年間で合計７名のモンゴル微生物プロジェクトメンバーの研究者を機構へ招へ

いし、共同事業を実施するとともに、微生物の同定に関する能力構築を行った。

【ブルネイとの協力関係について】

① 微生物探索

ブルネイ王国産業一次資源省（ＭＩＰＲ）と２０年７月にＭＯＵを、２１年１２

月にＰＡを締結した。

②研究者の招へい

２２年度に共同研究先等のメンバー３名を招へいし、微生物の同定に関する研究

を行い能力構築を行った。

【インドネシアとの協力関係について】

① 生物遺伝資源機関との連携

２０年度に６年間にわたる技術協力（微生物の分離同定法等）に係る報告書を作

成した。

② 研究者の招へい

１８年度から２０年度にかけてインドネシア微生物探索プロジェクトのメンバー

合計９名を招へいして機構で共同事業を実施した。また、１８，１９年度には、イ

ンドネシア石油分解プロジェクトのメンバーを合計５名招へいし、インドネシアか
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ら分離された微生物の石油分解遺伝子の探索、当該遺伝子による石油炭化水素の分

解能の解析などについて共同研究・技術移転を実施した。

２１，２２年度にはＪＩＣＡの制度を活用して、インドネシア科学院（ＬＩＰＩ）

生物学研究センターより各年度１名の職員を受け入れ、研修を行った。

【タイとの協力関係について】

① 生物遺伝資源機関との連携

タイ国遺伝工学バイオテクノロジーセンター（ＢＩＯＴＥＣ）と締結したＭＯＵ

およびＰＡに基づき、微生物の分類および利用に関する共同事業を実施した。具体

的には、基準株等の菌株交換や乳酸菌、半水性菌、バイオ燃料酵母等産業目的に特

化した共同研究を実施し、これらの成果を公表している。

② 研究者の招へい

５年間で合計７名の研究者をＢＩＯＴＥＣから機構へ招へいし、共同事業を実施

した。

【中国との協力関係について】

中国科学院微生物研究所との間で締結したＭＯＵに基づき、新種発表に必要な菌株

の寄託や比較対象株などのコレクションの交換を実施することで、日中双方のコレク

ションを強化した。

【韓国との協力関係について】

韓国（ＫＡＣＣ）と韓国で分離された未同定微生物株の分類学的研究、微生物分

類手法の開発、微生物株の双方のコレクションへの保存の共同研究を実施し、ＮＢ

ＲＣ株の収集数を増やすとともに、韓国側コレクションの増強に協力した。２２年

度には１８７株の提供と２０株の寄託を受けた。

【ミャンマーとの協力関係について】

１８年度に起きたミャンマーでの首都移転、大臣交代に伴う混乱により、微生物探

索の許可がおりず中止している。

【生物多様性条約締結国会議（ＣＯＰ）への対応】

１９年度は、アクセスと利益配分（ＡＢＳ）に関する作業部会（ＷＧ ＡＢＳ－

５及びＷＧ ＡＢＳ－６）に参加した。２０年度には、第９回生物多様性条約締結

国会議（ＣＯＰ９）に参加し、その動向を把握するとともに、ＥＵにおける生物多

様性条約（ＣＢＤ）に対応した微生物の移動に関する取り決めについて、その動向

を調査した。２１年度には、ＡＢＳに関する作業部会（ＷＧ ＡＢＳ－７、ＷＧ

ＡＢＳ－８及びＷＧ ＡＢＳ－９）に参加し、特に生物資源の利用国と提供国との

間で意見の異なる国際的制度（ＩＲ)に関する議論の動向と、代表的な利用国である

ＥＵ提案について情報を収集し、政府機関、企業、団体等へ情報提供を行った。

２２年度には、第１０回生物多様性条約締約国会議（ＣＯＰ１０）のサイドイベ

ントを、経済産業省、ＪＢＡ、機構の共催で開催した。この中で、インドネシア、

モンゴルにおける機構のＡＢＳの取り組みや、ＡＣＭ７で合意された、微生物資源

の有用性と微生物保存提供施設の果たす役割の重要性についての声明であるかずさ

ステートメントの紹介を行った。また、ＣＯＰ１０中に開催された生物多様性交流

フェアの経済産業省ブースにおいても、機構と相手国政府機関等との間で、生物遺
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伝資源の移転や利益配分に関する包括的覚え書き（ＭＯＵ）を結び、その下で具体

的な技術移転等のプロジェクトを実施するＮＩＴＥモデルのＡＢＳの取り組みを紹

介した。ＣＯＰ１０開催前および開催中において、多くのマスコミの取材を受け（テ

レビ放送１４回、新聞掲載等２１件）、ボンガイドラインに基づくＡＢＳの実例とし

て、機構の取り組みを例に紹介し、日本政府のＣＯＰ１０、ＡＢＳ対応を支援をし

た。

((((5555)))) 特許微生物特許微生物特許微生物特許微生物のののの寄託業務寄託業務寄託業務寄託業務

［中期目標］

特許微生物の有効利用のため、特許法施行規則及びブダペスト条約に基づく寄託機

関として、生物遺伝資源機関としての機能との連携を図りつつ、微生物の特許寄託業

務を的確に実施する。

［中期計画］

特許微生物の有効利用のため、特許法施行規則及びブダペスト条約に基づく寄託

機関として、生物遺伝資源機関としての機能との連携を図りつつ、産業界のニーズ

を踏まえた、寄託者にとって信頼性と利便性の高い特許寄託体制を構築し、微生

物の特許寄託業務を的確に実施する。

［中期実績］

【受託範囲の拡大】

産業界、試験研究機関、大学等各分野の寄託者から、動物細胞等への寄託範囲の拡

大を求める強い要望に応え、特許庁等関係機関との間で手数料等の折衝、動物細胞用

実験室の整備等を行い、１９年２月１日から動物細胞及び受精卵の受託を開始した。

【特許微生物の寄託等事業の実施】

特許寄託微生物の受領、特許寄託微生物の分譲、東北支所へのバックアップの実施

など特許微生物寄託等事業を着実に実施した。また、機構の知名度向上、特許寄託制

度への理解を深めること及び新規ユーザーの獲得を目的に、学会・イベントへの参加、

企業・大学等への出張説明、パンフレット等の配布、ホームページの充実等の広報活

動を積極的に行った結果、全体の特許微生物寄託件数が減少しているにもかかわらず、

着実にＮＩＴＥ特許微生物センター（ＮＰＭＤ）への寄託件数を増やした。

特許微生物受領件数

国内寄託 国際寄託 合計

18年度 104 30 134

19年度 174 31 205

20年度 169 51 220

21年度 175 58 233

22年度 126 75 201
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第二期累計 748 245 993

【寄託者の負担軽減について】

１９年度に特許庁において寄託者の負担の軽減を図るべく「寄託制度の運用に関す

る調査研究委員会」が発足したことを受け、ＮＰＭＤとして、実施可能な負担軽減案

の提案等を行った。翌２０年度には寄託者への負担軽減の具体策として、寄託サンプ

ル数削減を検討し、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）への手続を経て寄託サンプル数

を削減した。（微生物：２０本→１０本、動物細胞・受精卵：２０本→１２本）

【業務規程の改正】

２１年３月の「日本国における国際寄託当局が行う特許手続上の微生物の寄託の国

際的承認に関するブダペスト条約に基づく微生物の寄託等に関する実施要綱」及び「特

許微生物寄託当事業実施要綱」改正、２１年７月施行に備えて、業務規程の改正を行っ

た。

【特許寄託機関の統合】

２２年度に、経済産業省行政事業レビュー、行政刷新会議等において産業技術総合

研究所特許生物寄託センター（ＩＰＯＤ）との統合が明記されたことを受けて、ＩＰ

ＯＤの機構への一元化統合を行う場合に問題となる事項を抽出し整理を行った。

２２２２．．．．カルタヘナカルタヘナカルタヘナカルタヘナ担保法関係業務担保法関係業務担保法関係業務担保法関係業務

［中期目標］

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（カル

タヘナ担保法）第３２条第１項に基づく立入検査等を的確に実施するとともに、ゲノ

ム解析等に関する技術やノウハウを活用し、法の適正な執行に貢献する。

［中期計画］

(1) カルタヘナ担保法に基づく立入検査等業務

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（カ

ルタヘナ担保法）第３２条第１項に基づく立入検査等については、同条第２項に

基づく経済産業大臣の指示に従って的確に実施して、その結果を経済産業大臣

に速やかに報告する。

(2) カルタヘナ担保法施行に係る調査業務

上記(1)の立入検査等業務を的確に実施するため、ゲノム解析等に関する技術や

ノウハウを活用し、必要に応じて法施行に係る調査を行う。

［中期実績］

(1)カルタヘナ担保法に基づく立入検査等業務

カルタヘナ担保法に基づく立入検査等は、経済産業大臣からの指示（法律違反の
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未然防止を目的とした立入検査等）に基づき５年間で合計９件実施し、立入検査等

の結果は、報告書に取りまとめ、経済産業大臣あてに提出した。

(2) カルタヘナ担保法施行に係る調査業務

【遺伝子組換え生物の収去・検出技術の開発】

プラスミドベクターを用いた遺伝子組換え微生物の検出、土壌中及び排水中への

遺伝子組換え生物漏洩事故を想定した調査を実施した。これらの調査結果をもとに、

カルタヘナ担保法の迅速かつ適正な執行に貢献するため、遺伝子組換え微生物の収

去・検出マニュアルを作成し、検証実験により検出技術の有効性を確認した。

また、２２年度より、第一種使用等におけるリスク評価を適切に実施するため、

環境中に導入する微生物の安全性評価手法と、環境中に導入した微生物による生態

系影響評価手法の開発に着手した。

【カルタヘナ担保法に基づく大臣確認審査の支援業務】

２１年７月から、経済産業省が所管する鉱工業利用分野における第二種使用等の

大臣確認申請における審査支援業務を開始した。２１年度には３２７件、２２年度

には２５９件の申請について事前の技術的な確認を行った。また、申請までの流れ

や書類の作成の仕方を解説したマニュアルを経済産業省と連名で作成し、ホーム

ページで公開することにより申請者の負担軽減を図った。

さらに、遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執

るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定め

るＧＩＬＳＰ遺伝子組換え微生物のリストについて、経済産業省からの依頼を受け

て、リストの改正原案を作成した。

ＣＣＣＣ....化学物質管理分野化学物質管理分野化学物質管理分野化学物質管理分野

［中期目標］

化学物質は、豊かな国民生活に欠かせないものであり、また、新産業創出の原動力と

もなっている。その一方で、化学物質の環境汚染による問題が生じたことから、法令の

整備、国際連合やＯＥＣＤにおける国際協働、事業者の自主管理の推進が図られてきた

ところである。化学物質による環境汚染を未然に防止し、安全で安心な国民生活の実現

と産業活動における化学物質の適正な利用を図るためには、化学物質の特性を把握し、

化学物質の生産から廃棄に至る過程における人の健康や環境へのリスクの評価を行い、

それに応じた適切な管理を進めることが必要である。

このような中で機構は、化学物質に関する、国民における安全性に係る理解の深化、

事業者による法令への対応と自主管理、国による管理法令の円滑な施行、及びこれら各

層における相互理解の促進等に資するため、化学物質の有害性等の情報を収集、整理し、

体系的な情報基盤の整備を行いつつ、化学物質のリスク評価を実施し、これらの情報を

分かりやすく、かつ、利用しやすく提供するとともに、法施行支援関係業務を的確に行

う。これらの業務の実施を通じて、化学物質総合管理における技術的評価、化学物質総

合管理情報の基盤整備提供の中核機関として国民生活の安全・安心に貢献することを期

待する。
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１１１１．．．．化学物質総合管理情報化学物質総合管理情報化学物質総合管理情報化学物質総合管理情報のののの整備整備整備整備・・・・提供関係業務提供関係業務提供関係業務提供関係業務

((((1111)))) 化学物質化学物質化学物質化学物質のののの有害性等有害性等有害性等有害性等のののの情報情報情報情報のののの整備提供整備提供整備提供整備提供

［中期目標］

事業者による化学物質審査規制法、化学物質排出把握管理促進法をはじめとする化学

物質管理法令の遵守及び自主管理の推進、自治体における化学物質管理、国民における

化学物質の安全性に関する理解の深化等のため、約４，８００物質を対象として化学物

質総合管理情報の追加、更新、維持管理、公開を行う。

新たに追加する物質は、平成１７年度に実施した製造・輸入量実態調査の結果に基づ

き国内で年間１００t以上の製造・輸入実績があると判明した化学物質（高分子等の低

懸念化学物質を除く。）、新たに化学物質管理法令の対象となった物質等とし、化学品

の分類及び表示に関する世界調和システム（ＧＨＳ）による分類に関する情報、有害性

に関する情報、国内外の規制に関する情報等、化学物質総合管理に必要な情報を追加す

る。

これらの情報の整備、公開に際しては、国際的な動向を踏まえ、ＯＥＣＤ等国際機関

における活動に参画する等により国際的な化学物質管理活動に貢献するよう検討を行

う。

［中期計画］

事業者による化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化学物質審査規制法）、

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化学物質

排出把握管理促進法）をはじめとする化学物質管理法令の遵守及び自主管理の推進、自

治体における化学物質管理、国民における化学物質の安全性に関する理解の深化等のた

め、以下の業務を行う。

① 第一期に収集整備した約４０００物質の法規制情報や有害性情報について維持更新

を行う。

② 平成１７年度に実施した製造・輸入量実態調査の結果に基づき、国内で年間１００

ｔ以上の製造・輸入実績があると判明した化学物質（高分子等の低懸念化学物質を除

く。）、新たに化学物質管理法令の対象となった物質等の８００物質程度を追加し、有

害性情報、暴露情報、製品情報や使用用途の情報、リスク評価等の情報について、信

頼性の高い情報源のデータの有無を確認し、適切な情報を収集、整備する。

③ 化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（ＧＨＳ）による分類に関する情

報、Ｊａｐａｎチャレンジプログラム（注）で得られた情報、化学物質審査規制法所

管３省が共有するデータベースの情報のうち公開可能な有害性情報、国内外の規制に

関する情報のうち第一期に整備対象となっていなかった法規制情報を追加する。

④ ＯＥＣＤで検討が進められているＨＰＶグローバルポータルサイトの整備を始めと

する国際情報基盤整備との連携等について検討を行う。

⑤ 化学物質総合管理情報に係る国際整合性の確保等のために必要な国内外の情報の収

集、整理等を行うとともに、国際機関等の活動に積極的に参画する。
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注：官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラムの通称。産業界と国が

連携して、既存化学物質の安全性情報の収集を加速化し、化学物質の安全性につい

て広く国民に情報発信するプログラム。

［中期実績］

① 第一期に整備した約４，０００物質の法規制情報等の維持更新を着実に行った。

② 製造輸入数量が１００ｔ以上の物質や新たに化学物質管理法令の対象となった物

質、計１，９００物質（中期計画８００物質の２．４倍）を追加し、主に各国の政府

や国際機関等の公開情報を出典とすることで信頼性を確保しつつ、有害性情報、環境

モニタリング情報、用途情報、リスク評価情報等の適切な整備を行った。これにより、

累計約５，９００物質について情報を整備し公開した。

③ 約１，５００物質のＧＨＳ分類情報及び約１３０物質のＪａｐａｎチャレンジプロ

グラムで得られた有害性評価情報を整備したほか、第一期に整備対象になっていな

かった、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律や土壌汚染対策法で規制

された物質の情報を整備した。化学物質審査規制法所管３省が共有するデータベー

スのうち、公開可能な情報として、化学物質審査規制法監視化学物質等に関する情

報を整備した。

④ 国際レベルでの化学物質情報の共有化に資するため、ＯＥＣＤが提案する化学物質

評価に必要なデータ項目を有するＪ-ＣＨＥＣＫ英語版を開発し、ＯＥＣＤが運営す

るポータルサイトに参加（分解性、蓄積性等の情報の提供）、国際レベルでのデータ

利用にも貢献した。

⑤ＯＥＣＤが運営するポータルサイトへの参加に当たっては、化学物質総合管理情報

に係る国際整合性の確保等を踏まえるべく、ＯＥＣＤ化学品合同会合やその傘下の

作業部会などに出席し、必要な情報を収集、整理した。また、アジア諸国の化学物

質管理情報調査や化学物質総合管理情報に係るデータベース（ＣＨＲＩＰ）のユー

ザーニーズ調査を行い情報収集を行った。

情報整備に際しては、効率性を踏まえ、ＣＨＲＩＰの情報の維持更新にアウトソー

シングも活用し進めた結果、計画を上回る物質数の追加的な情報の整備を実施でき

た。これら事業の結果として、アクセス数は、１８年度の約５３０万ページから年々

直実に増加し、２２年度には、約１，１１９万ページへと２倍強の増加を見ており、

化学物質管理ツールとして大いに利用を図ることができた。

((((2222)))) 化学物質化学物質化学物質化学物質ののののリスクリスクリスクリスク等等等等にににに係係係係るるるる相互理解相互理解相互理解相互理解のためののためののためののための情報情報情報情報のののの整備提供整備提供整備提供整備提供

［中期目標］

化学物質のリスク等に係る国民、事業者、行政機関等相互の理解（リスクコミュニ

ケーション）を促進するため、法施行支援業務や化学物質のリスク評価・管理関係業

務などで得られた化学物質の有害性情報、暴露情報、リスク評価結果、各種の評価手

法などについて、理解しやすく簡便で利用者に適したツールの整備、提供を行う。
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［中期計画］

化学物質のリスク等に係る国民、事業者、行政機関等相互の理解（リスクコミュニ

ケーション）を促進するため、以下の業務を行う。

① 化学物質の有害性情報、暴露情報、リスク評価結果、リスク評価手法等を、インター

ネットを用いて国民、事業者、行政機関等に理解しやすく、利用できるようニーズの

把握に努めながら、解説文や用語説明などの専用ページを充実させるなどの方法を用

いて整備し、提供する。

② 国民における化学物質の安全性に関する理解の深化、企業における自主管理の促進、

化学物質総合管理情報の利用促進等のため、講演や研修等への講師派遣やパンフレッ

ト等の配布による普及啓発活動を行う。

［中期実績］

①リスクコミュニケーションを支援するため、インターネットを用いて、自治体にお

ける化学物質管理やリスクコミュニケーション事例に関する情報発信を行い、また、

化学物質の有害性情報、暴露情報、リスク評価結果、リスク評価手法等の情報につい

て体験しながら理解を深められるツールとしてリスク評価体験ツールをニーズの把握

に努めながら提供した。更に、一般市民向けに化学物質のリスクを解説した資料や身

近な化学物質シリーズとして塗料等６種類の化学製品に関する解説資料についても整

備、提供を行った。

②ＰＲＴＲデータを活用したリスク評価手法の普及推進、化学物質総合管理情報の利

用促進を目的としたセミナーの開催や化学物質管理に関する研修会での講演により、

企業等における自主管理の促進を図った。更に、化学物質のリスク評価に対する国民

の理解増進を目的として、化学物質のリスク評価を易しい文章でわかりやすく解説し

たパンフレット「化学物質と上手につきあうために・・・」を作成し、学校などに配

布をした。

２２２２．．．．化学物質化学物質化学物質化学物質ののののリスクリスクリスクリスク評価評価評価評価・・・・管理管理管理管理にににに係係係係るるるる業務業務業務業務

((((1111)))) 化学物質化学物質化学物質化学物質ののののリスクリスクリスクリスク評価等評価等評価等評価等

［中期目標］

国民における化学物質のリスク等に係る理解の深化、事業者による自主管理の促進、

行政や自治体による化学物質の管理等に資する基盤情報を整備するため、広く環境に

存在し人の健康や動植物に影響を及ぼす可能性がある化学物質（化学物質審査規制法

監視化学物質約９００物質）等について、情報を収集し暴露評価、リスク評価等を行

う。

［中期計画］

国民における化学物質のリスク等に係る理解の深化、事業者による自主管理の促進、

行政や自治体による化学物質の管理等に資する基盤情報を整備するため、以下の業務

を行う。

① 化学物質審査規制法の監視化学物質約９００物質、化学物質排出把握管理促進法の
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第１種指定化学物質３５４物質を対象として製造・輸入量、排出量、有害性情報など

を基に、暴露評価、リスク評価を行う対象物質のスクリーニングを行う。スクリーニ

ングの結果、リスクの懸念があり、かつ、優先度の高い物質については、より詳細な

情報を収集し、入手可能なデータに応じた暴露評価及びリスク評価を行う。更にリス

クの懸念がぬぐえない物質については、より確度の高い情報を収集するための調査検

討を行い、詳細な暴露評価をするとともに、必要に応じて管理方法の検討を含め、リ

スク評価を行う。

② これらの物質のほか、新たな知見の集積などによってリスクが懸念されるに至った

物質について、所要の情報を収集するとともに暴露評価、リスク評価等を行う。

③ リスク評価に必要な製造・輸入量、用途、物理化学的性状、環境モニタリングデー

タ等の物質情報を調査、整理するとともに、暴露量等の変動によるリスク評価の見直

しが速やかに実施できるようこれらの情報を整備、体系化する。

［中期実績］

①化学物質審査規制法の対象化学物質（一般化学物質、監視化学物質、優先評価化学

物質）のスクリーニング評価手法及びリスク評価手法について検討し、報告書や技

術ガイダンスに取りまとめ経済産業省に提案した。このうち、スクリーニング評価

手法については、経済産業省、厚生労働省、環境省の３省審議会での了承に向け、

審議会資料を作成するなど技術的支援を行った（リスク評価手法については、２３

年度審議中）。

・上記のスクリーニング評価手法による評価に必要な有害性等の情報を整備し、化学

物質審査規制法第二種及び第三種監視化学物質（延べ約１，３５０物質）のスクリー

ニング評価を実施し、優先評価化学物質８８物質の選定に貢献した。

・化学物質排出把握管理促進法の第１種指定化学物質３５４物質のうち、有害性と暴

露の観点からスクリーニングし、リスク評価の優先度が高いと判断された１６物質

について、より詳細な情報を収集して初期リスク評価を行い、結果を初期リスク評

価書に取りまとめた（第１期からの累計１５０物質について初期リスク評価を実施）。

これら１５０物質の評価結果は、ウェブサイトから公開するとともに、最新のＰＲ

ＴＲデータ等に基づき、評価結果について継続的にフォローアップを行った。

・経済産業省より依頼を受けて化学物質審査規制法のリスク評価手法の開発を実施し

ていたことから、「ＰＦＯＳ（注１）及びその塩」、「ＨＢＣＤ（注２）」について、

有害性情報、使用量や用途、環境モニタリング情報等詳細情報を入手しリスク評価

を行った。これらリスク評価結果は、リスク評価書として取りまとめ、経済産業省

を経て３省審議会用技術資料として提出、前者については、レジスト、写真感光材

料等、化学物質審査規制法に基づく特定用途での利用可否判断のための資料として、

また、後者についても、同法に基づく有害性調査指示の判断のための技術資料とし

て利用された。

②公開情報や学会参加などにより化学情報関係情報を入手し、リスクの観点から対応

すべき物質がないか継続的に監視した。リスクが直ちに懸念されると判断された物

質はなかったため、改めて暴露評価、リスク評価等は行わなかったが、内分泌かく
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乱物質と疑われている化学物質の規制情報や有害性に関する国内外の研究動向につ

いて経済産業省に情報を提供した。

③スクリーニング評価やリスク評価への利用のため、監視化学物質等の物質について、

製造・輸入量や用途別出荷数量、有害性情報や環境モニタリング情報等を収集、整

備するとともに、一般化学物質について、化学物質審査規制法番号とＣＡＳ番号の

対応リスト（約７万種類）を整備し、ＣＨＲＩＰや化学物質審査規制法の製造・輸

入数量届出支援システムの辞書データとしてホームページからダウンロード可能と

するなどの方法により情報提供した。

注１：ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）の略称

注２：1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの略称

((((2222)))) リスクリスクリスクリスク評価手法等評価手法等評価手法等評価手法等のののの調査調査調査調査とととと手法開発手法開発手法開発手法開発

［中期目標］

リスク評価の精度向上及び効率化のため、暴露評価手法、リスク評価手法等につい

て国内外の情報を収集するとともに、必要に応じて評価の目的対象に応じた手法の開

発を行う。

［中期計画］

リスク評価の精度向上及び効率化のため、物性の違いや暴露経路の違いなどのケー

スに応じた適切な暴露評価手法やリスク評価手法について国内外の情報を調査すると

ともに、必要に応じて化学物質審査規制法等の法令やその他の目的に対応した手法を

検討する。

［中期実績］

・スクリーニング評価、リスク評価に関連して、環境中への化学物質の排出量推計へ

の利用のため、国内法規制、欧米等で利用されている化学物質の用途分類を整理し、

産業界の意見も踏まえて改正化学物質審査規制法の届出に用いる用途分類を作成し

た。

・上記の用途分類ごとに、化学物質の製造段階や調合段階などのライフステージ別の

環境中への排出量を推計するため、ＥＵの情報やＰＲＴＲ情報を解析して、用途別

排出係数一覧表を整備した。

・ＧＨＳ表示への利用のため、「ＧＨＳ表示のための消費者製品のリスク評価手法のガ

イダンス」を作成し、同ガイダンスに基づく暴露量推計のための計算システムとと

もにホームページから公開した。

・製品からの化学物質による室内暴露評価及びリスク評価への活用に向けて、アンケー

ト調査により人の換気行動、消費者製品や家電製品の使用状況等の生活・行動パター

ン情報を取得、整備した。

３３３３．．．．化学物質審査規制法関係業務化学物質審査規制法関係業務化学物質審査規制法関係業務化学物質審査規制法関係業務

((((1111)))) 化学物質審査規制法施行支援化学物質審査規制法施行支援化学物質審査規制法施行支援化学物質審査規制法施行支援
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［中期目標］

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律が適正に施行できるよう、新規化学

物質の事前審査・確認と事後監視、既存化学物質の安全性評価、化学物質審査規制法

対象物質の管理等の実施に必要な技術的評価、有害性評価手法等の開発、基盤情報の

整備等を行う。

［中期計画］

化学物質審査規制法に関する法律の適正な施行のため、以下の業務を行う。

① 新規化学物質の事前審査・確認と事後監視、既存化学物質点検やJapanチャレンジ

プログラム等の有害性情報の報告などにより得られた有害性情報の評価等に関する各

種調査、資料作成等の支援を行うとともに、化学物質審査規制法対象物質の特定等の

ために告示物質の範囲の特定や新たに告示する物質の名称の原案作成並びに優良試験

所認定制度にかかる適合試験施設の査察などの技術上の支援を行う。

② 第一種特定化学物質、第二種特定化学物質及び監視化学物質の管理に関する支援や

既存化学物質等の製造・輸入量実態調査の支援を行う。

③ 審査業務の効率化のために化学物質審査規制法所管３省が共有する情報基盤の整備

等を行う。

④ 効率的な化学物質の有害性等の予測に不可欠な定量的構造活性相関（QSAR）の手法

に関する調査、検証、改良及び化学物質審査規制法等への適用などのモデル開発につ

いての検討を行う。

⑤ 国における同法の国内体制の整備、事業者の法令遵守の適切な実施等を支援するた

めに必要な国内外の情報の収集、整理、提供、事業者からの照会に対する対応等を行

うとともに、国際的な対応に係る化学物質審査規制法施行において必要な調査や国際

機関等の活動への積極的な参画などの技術上の支援を行う。

［中期実績］

①新規化学物質の事前審査、少量新規化学物質、低生産量新規化学物質、中間物等用

途の新規化学物質申出の確認のため、事業者へのヒアリング、審議会資料の作成を

行い、審議会で説明するなど支援を行った。また、事業者負担の軽減等のため、予

備的な検討会を整理統合することによる新規化学物質の事前審査工程の見直しの提

案を行った。

・既存化学物質点検結果やＪａｐａｎチャレンジプログラムによる有害性情報につい

ては、Ｊ-ＣＨＥＣＫ（化学物質審査規制法所管３省共有のデータベース）から情報

提供するためデータを整理した。

新規化学物質審査支援における主な実績

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 第二期累計

事前相談 795件 589件 321件 299件 526件 2,530件

審議会資料作成等 364件 447件 470件 376件 381件 2,038件

少量新規化学物質 19,954件 21,390件 22,405件 24,759件 27,990件 116,318件
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・新規化学物質の審査については、第一期に引き続き届出者との連絡窓口を機構が行

うとともに、化学物質審査規制法所管３省（厚生労働省、経済産業省、環境省）合

同審議会関連資料の作成や説明を実施した。

・化学物質審査規制法の規制対象物質の指定や、審査が終了した新規化学物質の公示

に必要となる公示名称原案等の作成を行い３省に提供、また、化学物質の流通にお

いて利便性の高いＣＡＳ番号との関連付けの付与などの規制対象物質等の管理業務

支援を実施した。

・優良試験所確認制度（ＧＬＰ）に係る試験施設への査察などの技術的支援により審

査に必要な試験結果の信頼性確保に貢献した。また、当該査察に係る事前ヒアリン

グの廃止など事務見直しの提案を行い、事業者負担の軽減につなげた。

②第一種特定化学物質、第二種特定化学物質及び監視化学物質の適切な管理のため、

監視化学物質の製造、用途、使用形態等の情報を整備し経済産業省に提供するとと

もに、リスク評価のための手法検討に活用した。

・既存化学物質の安全性点検を行うための基礎資料及び化学物質排出把握管理促進法

に基づく物質選定等の基礎資料を得るため、２０年度に化学物質審査規制法に係る

製造・輸入量に関する実態調査を支援するとともに集計案を経済産業省に提供した。

③化学物質審査規制法所管３省共有の化学物質情報基盤システムの開発・運用を機構

が継続的に実施することで、関係者による過去の新規化学物質届出データの閲覧等

を可能とし、審査業務の効率化に貢献するとともに、化学物質審査規制法スクリー

ニング評価等に必要なデータを提供した。

④化学物質の分解性及び蓄積性の予測に関する構造活性相関手法の開発及び行政利用

のための検討を行った。また、予測結果は審議会に参考資料として提供した。反復

投与毒性に関する構造活性相関手法の開発を開始し、システムとして試作版を開発

した。また、得られたデータはＯＥＣＤ構造活性相関ワーキンググループに提供し

た。

⑤化学物質審査規制法に係わる事業者からの照会に対応するとともに、法改正に際し

ては、機構のホームページから法改正に係る情報提供を行うとともに、法改正に伴

う関係省令及び通知等の改定に関する技術的検討や改正案の提案、法運用に関する

Ｑ＆Ａ案の作成など技術専門家として貢献した。

・ＯＥＣＤ新規化学物質クリアリングハウス会合、新規化学物質の安全性評価の複数

国同時受入れのための仕組み等への対応のため国際的な対応に係る化学物質審査規

制法施行において必要な調査や国際機関等の活動に積極的に参画し技術上の支援を

行った。また、ＯＥＣＤ化学品合同会合傘下のポリマー専門家会合、ＧＬＰ作業部

会、(Ｑ)ＳＡＲ専門家会合などの会合等に参加し、情報収集・提供等を行った。

((((2222)))) 立入検査等立入検査等立入検査等立入検査等

［中期目標］

同法第３３条第５項に基づく立入検査等を的確に実施する。
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［中期計画］

同法第３３条第５項に基づく立入検査等については、同条第６項に基づく経済産

業大臣の指示に従って的確に実施して、その結果を経済産業大臣に速やかに報告す

る。

［中期実績］

経済産業大臣の指示を受けて、中間物／輸出専用／閉鎖系用途の確認に係る事業所

に対して立入検査を実施し、その結果を経済産業大臣に報告した。

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 第二期累計

立入検査件数 10件 28件 40件 34件 35件 157件

４４４４．．．．化学物質排出把握管理促進法関係業務化学物質排出把握管理促進法関係業務化学物質排出把握管理促進法関係業務化学物質排出把握管理促進法関係業務

((((1111)))) 化学物質排出把握管理促進法施行支援化学物質排出把握管理促進法施行支援化学物質排出把握管理促進法施行支援化学物質排出把握管理促進法施行支援

［中期目標］

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律が適正

に施行できるよう、化学物質の排出量等の集計等を行う。

［中期計画］

化学物質排出把握管理促進法の適正な施行のため、以下の業務を行う。

① 我が国全体のＰＲＴＲ制度（注）実施基盤として届出対象事業者から届出のあった

化学物質排出移動量等の電子計算機への記録、集計、公表等のための資料作成等を行

う。

② 化学物質排出把握管理促進法に係る情報提供、事業者からの照会に対する対応等、

同法対象事業者への技術的支援、同法の普及啓発を行う。

注：Pollutant Release & Transfer Register 人の健康や生態系に有害な影響

を与えるおそれのある化学物質について、事業所からの環境への排出量及び

事業所外への移動量を、事業者が把握し国に届け出るとともに、国が集計し

て公表する制度。

［中期実績］

①化学物質排出把握管理促進法における電子計算機システムの運用、管理等を適切に

行った。

・届出対象事業者から届出された化学物質排出移動量等について届出事項と内容の確

認、電子化、電子計算機への記録、集計及び公表等のための資料作成等を的確に実

施した。その届出の事務処理については、アウトソーシングを本格的に実施するこ
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とにより届出事項の形式確認や電子化などの定型的な作業について効率化を図ると

ともに、届出内容のチェック体制を構築し、届出データの精度向上を図った。

・化学物質排出把握管理促進法の政省令改正に際して、指定化学物質候補の２００物

質超の名称や構造式、ＣＡＳ番号等の確認を実施し、経済産業省、環境省に提出し

た。このうち、物質の特定に問題が生ずる恐れのある１０物質については機構提案

に基づき修正された。

・政省令の改正に伴う業種の追加（医療業）、届出対象物質の改正（追加、削除）、届

出事項の追加（廃棄物の種類と処理方法等）などの対応のためＰＲＴＲ届出管理に

係るシステムの改良を行うとともに、書面届出書による届出処理の効率化及び精度

向上を目的として二次元コードの導入を国に提案し省令で指定されている届出様式

に採用された。これを受けてＰＲＴＲ届出作成支援プログラムとして開発、政省令

改正後の最初の届出である２３年度からの運用を可能とした。

・二次元コードに対応したＰＲＴＲ届出作成支援プログラムを約３万の事業者に配布

するとともに、新聞紙上への広告も行って周知に努めた。

②化学物質排出把握管理促進法の届出等に係る事業者や自治体からの問い合わせに的

確に対応するとともに、自治体及び経済産業省主催の講演会での講演や事業者への

ダイレクトメールの送付など積極的に技術的側面からのサポート及び法の普及啓発

を図った。特に電子届出について、パンフレット、ダイレクトメール等による普及

啓発によって、１７年度には２８．８％あった電子届出率が２２年度では４９．６％

に達した。これにより、届出の事務処理の効率化及び精度向上がなされた。

((((2222)))) 化学物質排出把握管理促進法化学物質排出把握管理促進法化学物質排出把握管理促進法化学物質排出把握管理促進法にににに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの収集及収集及収集及収集及びびびび解析解析解析解析

［中期目標］

化学物質の事業者における自主的な管理の改善、国民における安全性に係る理解、

国における化学物質管理等に必要な情報を提供するため、同法に関係する情報の収集、

整理、解析を行う。

［中期計画］

① 国における同法の施行等を支援するため、必要な国内外の情報の収集、整理等を行

うとともに、国際機関等の活動へ積極的に参画する。

② 事業者の化学物質の自主的な管理の改善、国民の化学物質の安全に関する理解の深

化、国における適正な化学物質管理を支援するため、ＰＲＴＲデータや収集整理した

国内外の情報を活用して、解析等を行う。

［中期実績］

①ＯＥＣＤ ＰＲＴＲタスクフォースに会合に参加し、海外のＰＲＴＲ制度の動向に係

る情報収集を行うとともに、我が国におけるＰＲＴＲの実施状況について情報を提

供した。

②排出量、発生源及び大気中濃度に関するマップを統合・改良し、ＰＲＴＲマップと

して公開することにより、ＰＲＴＲデータ活用のための分かりやすい情報の提供を
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行った。

・ＰＲＴＲデータを始めとした関連情報を収集整理するとともに、ＰＲＴＲ解析支援

システムを構築。これを用いて解析を行い化学物質排出把握管理促進法の政省令改

正における物質見直しの際の情報として国に提供したほか、大気汚染防止法の自主

管理計画物質（１２物質）の排出量推移を整理、解析し、その結果は経済産業省の

審議会資料として使用された。

・また、上記システムを元に届出が無かった約１２００事業者を抽出し、ダイレクト

メールを送付して届出励行を行ったところ、９００事業者から新たに届出がなされ

るなど、化学物質排出把握管理促進法の適切な運用に解析結果が利用できた。

５５５５．．．．化学兵器化学兵器化学兵器化学兵器のののの禁止及禁止及禁止及禁止及びびびび特定物質特定物質特定物質特定物質のののの規制等規制等規制等規制等にににに関関関関するするするする法律関係業務法律関係業務法律関係業務法律関係業務

((((1111)))) 国際機関国際機関国際機関国際機関によるによるによるによる検査等検査等検査等検査等へのへのへのへの立会立会立会立会いいいい

［中期目標］

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第３０条第５項に基づく国際機

関による検査等の立会い業務（オンサイト分析を含む。）を的確に実施するとともに、

同法の適正な施行のため必要に応じて国際機関の動向の調査を行う。

［中期計画］

(1) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（化学兵器禁止法）第３０

条第５項に基づく国際機関による検査等の立会い業務（オンサイト分析を含む）に

ついては、同条第６項に基づく経済産業大臣の指示に従って的確に実施して、そ

の結果を経済産業大臣に速やかに報告する。

［中期実績］

国際機関による検査等への立会い業務は、１９年度以降毎年オンサイト分析付き国際

検査が実施され、かつ２０年度より件数が急増し毎年２０件程度となるなど負担が大き

く増加する中、立会業務全般の効率的な実施への努力、協力体制の整備により、全ての

国際検査７５件（１８～２２年度）について経済産業大臣の指示に従い的確に実施し、

経済産業大臣に速やかに報告した。

特に、１９年度以降、毎年実施されているオンサイト分析付き国際検査においては、

検査団分析装備を適切に受け入れ、並行して対抗分析を的確に実施し検査団の分析結果

を検証した。

((((2222)))) 立入検査等立入検査等立入検査等立入検査等

［中期目標］

同法第３３条第４項に基づく立入検査等を的確に実施する。
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［中期計画］

(2) 化学兵器禁止法第３３条第４項に基づく立入検査等については、同条第５項に基

づく経済産業大臣の指示に従って的確に実施して、その結果を経済産業大臣に速や

かに報告する。

(3) 上記の立会い業務及び立入検査等業務を的確に実施するため、特に以下の措置を

講ずる。

① 化学兵器禁止法に規定された特定物質、指定物質及びこれらの関連物質の分析

能力の向上を行う。

② 必要に応じ国際機関による検査等の対象事業所の実態調査を行う。

③ 国際合意形成への貢献と分析方法の整合性確保のため、必要に応じ国際機関の

関連会合等に参加する。

［中期実績］

経済産業大臣の指示に従い、全ての事業者(１４８件（１８～２２年度）)に対して

立入検査を的確に実施し、経済産業大臣に速やかに報告した。

① 化学兵器関連物質の分析経験のある国内の分析機関と同一試料の分析結果の確認

を行い、機構としての分析対応力の確認を行い、その結果について分析報告会を開

催し経済産業省に報告した。(１８～２０年度)

② 経済産業大臣の指示に従い、国際機関による検査等の対象事業所に実態調査を的

確に実施（９９件（１８～２２年度））し、経済産業大臣に速やかに報告した。

③「表２剤事業所検査における現地分析試行のためのＯＰＣＷと日本の２者間協議」

に参加、日本としての意見を適切に表明すると共に必要な情報を収集し、また提供

し、現地分析試行受入のための日本側・ＯＰＣＷ側双方の実施体制整備に大きく貢

献した。（１８年度）

「日豪共催：化学兵器禁止条約産業関係セミナー」に講師として参加し、機構の

国際検査受け入れ経験を紹介し、インドネシア及びフィリピンの国内実施体制の整

備に貢献した。（１８，１９年度）

Ｄ．Ｄ．Ｄ．Ｄ．適合性認定分野適合性認定分野適合性認定分野適合性認定分野

［中期目標］

試験・検査等の適合性評価における信頼性の確保は国民生活のあらゆる分野で社会シ

ステムを支えるために不可欠であり、今日では、「試験機関、検査機関等の適合性評価

機関の能力の評価」として「認定」を活用し、適合性評価活動全体の信頼性を担保する

ことが国際的にも定着してきている。このような認定の活用は、種々の規制法規におけ

る適合性評価の信頼性を確保・向上させ、国民生活へ安全・安心を与えるとともに、国

際貿易における試験結果の相互受入による「二重試験等の排除」及び「政府が負担する
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規制コストの削減」というメリットをもたらすことも期待されている。

このような中において、機構は、我が国の中核的認定機関として国際相互承認に参加

し、国際規格に適合した技術的信頼性の高い認定機関の運営、試験・校正事業者の能力

の認定等を着実に行うとともに、広範な分野における審査員の確保等の基盤整備、内外

関係機関との協力・連携活動を先導的に推進することを通じて、社会が必要とする多種

多様な認定ニーズに対応し、認定制度の信頼性向上、普及拡大に最大限貢献することと

する。

１１１１．．．．国際規格国際規格国際規格国際規格にににに適合適合適合適合したしたしたした技術的信頼性技術的信頼性技術的信頼性技術的信頼性のののの高高高高いいいい認定機関認定機関認定機関認定機関のののの運営業務運営業務運営業務運営業務

((((1111)))) 認定機関認定機関認定機関認定機関のののの信頼性確保信頼性確保信頼性確保信頼性確保

［中期目標］

認定機関の技術的信頼性を確保するため、国際規格（ISO/IEC 17011）に適合した認

定機関の運営を行うとともに、広範な分野の認定に対応するよう審査員の増強を図る。

［中期計画］

認定機関の技術的信頼性を確保するため、以下の業務を行う。

① 国際規格（ISO/IEC 17011）に適合したマネジメントシステムを維持し、認定技術

基準のインターネットによる公開等により透明性を確保するとともに、年１回の内

部監査及びマネジメントレビュー等を実施する。

② 技術的信頼性の高い認定機関として、研究所等の外部技術機関とのネットワーク

を強化し、高度な技術的専門性を有する審査員の増強を図るため、外部試験所・研

究所職員を主要な対象とした審査員資格取得に係る講習会、訓練等を実施する。

③ 職員の認定機関要員としての資質向上、技術力強化のため、内部研修を実施する

ほか、試験所、海外認定機関等での研修に参加する。

［中期実績］

① マネジメントシステム文書の見直し・制改訂を延べ４４８件行い、認定技術基準を

含む文書のインターネットによる公開により透明性を確保した。また、内部監査及び

マネジメントレビューの毎年１回の定期的な実施によって、マネジメントシステムの

是正、改善を推進するとともに審査・検査案件終了ごとに事業者からのフィードバッ

ク（満足度調査約９００件）を得て、マネジメントシステムの改善や審査員教育に反

映させる等、国際規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ １７０１１）に適合した認定機関運営の継

続的改善・効率化を図った。

② 外部試験所・研究所職員を主要な対象とした審査員養成研修を毎年２回以上開催

し、技術的信頼性の高い審査員１７０名の増強を図り、外部技術審査員の活用によっ

て、増加する広範な分野の申請に的確に対応を行った。また、内部審査員を対象にフォ

ローアップ研修を開催するとともに、職員連絡会を毎年複数回開催し、認定に係る最

新情報提供して、審査レベルの向上を図った。
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③ 年度研修計画に基づき、分野共通課題及び個別分野ごとの技術研修を延べ４９件実

施するともに、職員連絡会及び認定研究会を開催して認定機関要員としての必要な情

報を周知し、共有化を図った。また、アジア太平洋試験所認定協力機構（ＡＰＬＡＣ）

が主催する研修等の海外認定機関等で開催された研修に延べ９件参加し、ＡＰＬＡＣ

評価員、標準物質生産者認定、臨床検査室の認定等に関する知識、技能等を習得する

ことによって要員の資質向上と技術力強化を図った。

((((2222)))) 認定制度認定制度認定制度認定制度のののの信頼性向上信頼性向上信頼性向上信頼性向上、、、、普及拡大普及拡大普及拡大普及拡大

［中期目標］

認定機関協議会の事務局として国内認定機関との協力・連携活動の先導的役割を担

い、規制法規をはじめとする諸分野において、透明性を確保すること等によって我が

国における認定制度の信頼性向上、普及拡大を図る。

［中期計画］

認定機関協議会の事務局を担当し、多省庁にまたがる広範な分野での国内認定機関

との協力・連携活動の先導的役割を担い、我が国における認定制度の信頼性向上のた

め、内外の認定機関情報の共有、認定基準の透明性・同等性の確保、評価技術の向上

を図る。さらに、認定制度の普及啓発・利用拡大を目指し、規制当局への認定制度

活用の働きかけを行うとともに、人的資源等の効率的活用、国際貢献のための相互

支援を図る。

［中期実績］

国内１２機関がメンバーとして参加し発足した日本認定機関協議会（ＪＡＣ)の事務

局として、同会の発足に協力するとともに国際機関（ＩＬＡＣ、ＡＰＬＡＣ）に対して

投票やコメント要請があった場合には、ＪＡＣ傘下の試験所認定機関協議会（ＪＬＡＣ）

の場等を利用して我が国の意見のとりまとめや回答、認定制度に関する国際動向及び技

術動向の情報を共有する技術セミナーの毎年開催のためにＪＬＡＣにおける準備会合と

開催運営、認定に関する要求事項の解釈の統一化を図る等の認定機関共通の技術的問題

を検討する等、ＪＡＣの活動を主導した。また、審査技術の向上を図るため、国内４認

定機関の審査員を集めて審査に関する初の意見交換会を開催し、審査基準の解釈の整合

性について確認を行った。

さらに、機構が主催する審査員養成研修に、他の認定機関からの受講者（審査員候補

者）及び講師を受け入れて人的資源を効率的に活用して研修を実施するとともにＡＰＬ

ＡＣ総会２０１０大阪の開催に向けた準備会合をＪＬＡＣで開催する等、国際貢献のた

めの相互支援を行った。規制当局への認定制度活用の機会を目指し、技術セミナー等に

おいて認定制度の内容、現状等を説明することによって認定制度の普及に努めた。
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((((3333)))) 国際相互承認国際相互承認国際相互承認国際相互承認のののの維持維持維持維持

［中期目標］

国際貿易における試験結果の相互受入を促進するため、アジア太平洋試験所認定協力

機構（ＡＰＬＣ）及び国際試験所認定協力機構（ＩＬＡＣ）の相互承認（ＭＲＡ）を維

持するとともに、海外認定機関との協力体制を強化し、相互承認自体の信頼性を向上さ

せるとともに国際的な地位の維持・向上を図る。

［中期計画］

① アジア太平洋試験所認定協力機構（ＡＰＬＡＣ）及び国際試験所認定協力機構（Ｉ

ＬＡＣ）の相互承認（ＭＲＡ）を維持するため、APLAC評価チームによる再評価を継

続的に受審する。

② 海外認定機関との協力体制を強化し、相互承認自体の信頼性を向上させるととも

に国際的な地位の維持・向上を図るため、ＡＰＬＡＣ及びＩＬＡＣの会議等各種活

動への寄与、重要ポストの獲得、ＭＲＡ評価員の派遣等を行う。また、必要に応じ

て海外適合性評価制度等の調査を行う。

［中期実績］

①ＡＰＬＡＣのＭＲＡ再評価において、標準物質生産者認定分野への拡大を含め、ＭＲ

Ａ加盟当初からの試験所・校正機関認定分野の維持についても良好な評価の結果を得

て、ＭＲＡの維持及び拡大を実現した。

② 国際的な地位の維持・向上を図るため、ＡＰＬＡＣのＭＲＡ評価員を毎年度複数名、

延べ１４名の派遣を行いＡＰＬＡＣ ＭＲＡの相互評価の活動に貢献するとともに、

ＡＰＬＡＣについては理事、技術委員会委員長、技能試験委員会委員長、各 WG 委員

を務め、ＩＬＡＣについては委員会ＷＧ主査、各ＷＧ委員を務めて、国際機関への人

的貢献を行った。

また、ＡＰＬＡＣ、ＩＬＡＣ等における認定に関する技術的なガイダンス文書等の検

討において積極的に提案を行う等、技術的貢献を行った。

国際的な会議及び研修について、ＡＰＬＡＣ標準物質生産者認定研修及びＡＰＬＡＣ

総会２０１０大阪を日本で開催し、ＡＰＬＡＣ事務局やその他関係機関との調整、海

外出席者の入国手続き支援等の主催者としての開催準備及び運営を行って、積極的な

貢献を行った。

((((4444)))) 標準物質情報標準物質情報標準物質情報標準物質情報のののの提供提供提供提供

［中期目標］

認定制度の信頼性確保を図るため、試験・校正事業者等に信頼性の高い標準物質情報

の提供を行うとともに、ＣＯＭＡＲ（注）の運営の国内事務局としての役割を果たす。

注：ＣＯＭＡＲとは、標準物質を登録した代表的な国際データベースの名称
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［中期計画］

試験・校正事業者等に信頼性の高い標準物質情報を提供するため、以下の業務を行う。

① 標準物質総合情報システム（RMinfo）の適切な運用管理を行うとともに、関係機関

に対する調査による迅速な情報の更新を行い、インターネット等により情報を提供す

る。

② ＣＯＭＡＲの運営の国内事務局として、登録基準に適合した国内標準物質を中央事

務局に申請するとともに、国際標準物質情報を広く提供する。また、ＣＯＭＡＲ運営

会議に出席して国内の意見を運営に反映させる。

［中期実績］

① ＲＭｉｎｆｏの登録物質数を１．６倍、登録機関数を１．４倍に増加して、登録情

報の更新及び精査を継続して行うことによって認定制度の信頼性確保を図るため、試

験・校正事業者等に信頼性の高い標準物質情報を広く提供した。ＲＭｉｎｆｏのコン

テンツの大幅更新により、ユーザーの利便性向上を図ったため、アクセス件数は月当

たり１，５００件から２７，０００ 件へと大幅に増加した。

② 機構は唯一の標準物質情報提供発信機関として、ＣＯＭＡＲの国内事務局を務め、

標準物質情報委員会の承認が得られた認証承認物質をＣＯＭＡＲに登録した。ＣＯＭ

ＡＲの登録物質数は世界第２位の実績を有して、国際的な標準物質情報提供に貢献し

た。また、ＣＯＭＡＲ会議に出席するとともに、出席できない場合はＣＯＭＡＲにつ

いての国内の活動状況をとりまとめ、ＣＯＭＡＲ会議に提出した。出席した会議では

日本の登録情報を精査する登録体制について説明し、賛同を得るとともに、ＣＯＭＡ

Ｒ登録基準の曖昧さについて問題を提起し、ＣＯＭＡＲ中央事務局の理解を得た。こ

れらの指摘を受け、登録情報の質の向上のため、標準物質生産者に対する調査及び登

録情報の精査等が新たに中央事務局から提案され、ＣＯＭＡＲ会議で引き続き議論が

行われる契機となった。

２２２２．．．．経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省にににに係係係係るるるる法令等法令等法令等法令等にににに基基基基づくづくづくづく認定業務認定業務認定業務認定業務

((((1111)))) 法令法令法令法令にににに基基基基づくづくづくづく認定業務認定業務認定業務認定業務

［中期目標］

経済産業省に係る法令に基づく認定業務（注）を、審査内容の国際的水準を維持しつ

つ迅速かつ効率的に実施する。必要に応じて、認定基準の遵守状況を確認するための立

入検査、調査等を行う。

注：工業標準化法に基づく試験事業者登録制度（JNLA）、計量法に基づく校正事業者

登録制度（JCSS）及び計量法に基づく特定計量証明事業者認定制度（MLAP）をい

う。

［中期計画］
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① 経済産業省に係る法令に基づく認定業務を標準処理期間内で迅速かつ効率的に実施

するため、評定委員会を適時開催するとともに、事業者からの申請を一層容易にする

ためのガイダンス文書を作成し公表する。また、認定制度に係る説明会を開催し、申

請者の利便性の向上及び認定処理の効率化を図る。

② 法令の遵守状況を確認するため、必要に応じて経済産業大臣からの指示等に基づく

立入検査を実施するとともに、認定制度の信頼性を向上させ、その適切な普及を図る

ために必要な調査、顧客サービス向上のための調査を行う。

［中期実績］

① 認定業務を効率的に処理することで延べ９１０件(ＪＣＳＳ、ＪＮＬＡ、ＭＬＡＰ)

の申請を遅滞なく処理し、国際的水準を維持した審査を行い、その結果、登録／認定

事業者が１．５倍(ＪＣＳＳ、ＪＮＬＡ、ＭＬＡＰ)に増加し、制度の普及を一層進め

た。これらの実績によって、ＪＣＳＳでは国際水準を維持した認定により計測のトレー

サビリティ整備に貢献し、ＪＮＬＡではＪＩＳ法改正後、最初の登録更新を着実に実

施し、ＭＬＡＰでは確実な審査の実施によって事業者の遵守状況を確認するとともに

他認定機関の事業廃止によりラストリゾートとしての責務も確実に果たした。また、

登録／認定申請者の利便性向上のために、ＪＣＳＳでの最新校正技術に対応した技術

指針、ＪＮＬＡでの各種試験技術に対応した不確かさガイド等のガイダンス文書を延

べ２１４文書(ＪＣＳＳ、ＪＮＬＡ、ＭＬＡＰ)を制改訂し公表を行った。さらに、手

続き変更の説明や、新たな事業者の認定制度の利用を促進するためにユーザ業界への

働きかけ等を行うため、説明会や講演会の開催を強化した。

② 法令の遵守状況を確認するため、経済産業大臣からの指示等に基づく登録事業者等

への立入検査を実施した。また、ＭＬＡＰ制度の信頼性確保のためのＭＬＡＰフォロー

アップ調査を全認定事業者について行った（下記 2.(3)定期検査等の項目に後掲）。さ

らに、満足度調査も実施し、調査結果について制度の信頼性及び顧客サービスに係る

事項については審査員連絡会等において周知した（上記 1.(1)認定機関の信頼性確保の

項目に前掲）。

((((2222)))) 社会社会社会社会ニーズニーズニーズニーズにににに基基基基づくづくづくづく認定業務認定業務認定業務認定業務

［中期目標］

標準物質、ＩＴセキュリティ等民間では実施困難な多種多様な認定ニーズ等に対応す

るため、製品評価技術基盤機構認定制度（ASNITE）を適切かつ効率的に運用する。

［中期計画］

① 標準物質生産者、ＩＴ製品のセキュリティ評価機関等民間では実施困難な多種多様

な認定ニーズ等に対応するため、必要に応じて新規認定プログラムを開発し、製品評

価技術基盤機構認定制度（ASNITE）の利用拡大を図る。また、ASNITEの信頼性を向上

させ、その適切な普及を図るために必要な調査、顧客サービス向上のための調査を行

う。
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② 認定業務を標準処理期間内で迅速かつ効率的に実施するため、評定委員会を適時開

催するとともに、事業者からの申請を一層容易にするためのガイダンス文書を作成し

公表する。

［中期実績］

① ＡＳＮＩＴＥにおいて、安全・品質の確保や外国の輸入・販売規制、適正な国内外

取引のニーズに対応して校正、試験、標準物質及び製品認証の各分野の中で認定区分

をその都度新設し、ＡＳＮＩＴＥ認定で対応可能な分野を拡大する体制整備を行った。

また、ＡＳＮＩＴＥの信頼性向上、適切な普及及び顧客サービス向上のための調査と

して満足度調査を実施し、調査結果について制度の信頼性及び顧客サービスに係る事

項については審査員連絡会等において周知した（上記 1.(1)認定機関の信頼性確保の項

目に前掲）。

② ＡＳＮＩＴＥ認定で新たに設定した認定区分等に基づいて提出された認定申請は迅

速かつ効率的に認定業務を実施し、１２件の認定を行った。また、事業者からの申請

を一層容易にするために１８件のガイダンス文書を制改正し、公表した。

((((3333)))) 定期検査等定期検査等定期検査等定期検査等

［中期目標］

国際貿易における試験結果の相互受入を促進するため、アジア太平洋試験所認定協力

機構（APLAC）及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認（MRA)の維持に係る認定

事業者への定期検査等を行う。

［中期計画］

① 希望する認定事業者に対して、アジア太平洋試験所認定協力機構（APLAC）及び国

際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認（MRA）の条件を維持するため、最新の認

定基準であるISO/IEC 17025等を用いて定期的に検査を行う。

② 認定事業者の技術能力を確認するため、技能試験を定期的に実施する。また、認

定業務の効率化のため、積極的に外部機関が実施する技能試験を国際基準に基づき

審査・承認し、活用を図る。

［中期実績］

① 認定事業者への定期検査・フォローアップ調査を延べ６６７件(ＪＣＳＳ、ＪＮＬ

Ａ、ＭＬＡＰ、ＡＳＮＩＴＥ)実施し、事業者の認定基準の遵守状況を定期的に確認

した。

② 認定事業者等の技術能力確認のための技能試験を１６７件実施するとともに、国際

基準に基づき審査・承認した６２件の外部技能試験を積極的に活用した。
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３３３３．．．．経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省にににに係係係係るるるる法令法令法令法令にににに基基基基づくづくづくづく認証機関認証機関認証機関認証機関のののの登録登録登録登録のためののためののためののための調査等認定関係業務調査等認定関係業務調査等認定関係業務調査等認定関係業務

((((1111)))) 法令法令法令法令にににに基基基基づくづくづくづく認定関係業務認定関係業務認定関係業務認定関係業務

［中期目標］

次に掲げる経済産業省に係る認証機関の登録のための調査等を法令に基づいて的確

に実施する。

① 工業標準化法に基づく認証機関の登録等のための調査及び登録認証機関に対する立

入検査

② 製品安全４法（注）に基づく国内（外国）登録検査機関の登録等のための調査及び

国内（外国）登録検査機関に対する立入検査

③ 特定機器に係る適合性評価手続きの結果の外国との相互承認の実施に関する法律に

基づく適合性評価機関の認定等のための調査及び認定適合性評価機関等に対する立入

検査

④ 計量法に基づく濃度に係る計量証明事業者等に対する立入検査

⑤ 工業標準化法の一部を改正する法律（平成１６年法律第９５号）による改正前の工

業標準化法に基づく指定（承認）認定機関等に対する立入検査（平成２０年９月３０

日まで実施）。

注：製品安全４法は、消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律、ガス事業法、電気用品安全法をいう。

［中期計画］

次に掲げる経済産業省に係る認証機関の登録のための調査等を法令に基づいて的確に

実施する。

① 工業標準化法に基づく登録認証機関の登録等関係業務

ア 工業標準化法に基づく国内（外国）登録認証機関の登録等のための調査は、経済

産業大臣の指示に従って国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証

を行う機関に関する基準等に適合するかどうかの調査を行い、その結果を経済産業

大臣に速やかに報告する。

イ 工業標準化法に基づく国内（外国）登録認証機関に対して、経済産業大臣の指示

に従って、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に

関する基準等に継続して適合するかどうかの立入検査を行い、その結果を経済産業

大臣に速やかに報告する。

② 製品安全４法に基づく国内（外国）登録検査機関の登録等関係業務

ア 製品安全４法に基づく国内（外国）登録検査機関の登録等のための調査は、経済

産業大臣の指示に従って国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証

を行う機関に関する基準等に適合するかどうかの調査を行い、その結果を経済産業

大臣に速やかに報告する。

イ 製品安全４法に基づく国内（外国）登録検査機関に対する立入検査は、経済産業

大臣の指示に従って国内（外国）登録検査機関の業務の状況等を検査して、その結

果を経済産業大臣に速やかに報告する。

③ 特定機器相互承認法に基づく適合性評価機関の認定等関係業務
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ア 特定機器に係る適合性評価手続きの結果の外国との相互承認の実施に関する法律

（特定機器相互承認法）に基づく適合性評価機関の認定等のための調査は、経済産

業大臣の指示に従って国外適合性評価事業の実施に係る体制について調査を行い、

その結果を経済産業大臣に速やかに報告する。

イ 特定機器相互承認法に基づく認定適合性評価機関及び指定調査機関に対する立入

検査は、経済産業大臣の指示に従って認定適合性評価機関等の業務の状況等を検査

して、その結果を経済産業大臣に速やかに報告する。

④ 計量法に基づく濃度に係る計量証明事業者等に対する立入検査業務

計量法に基づく濃度に係る計量証明事業者等に対する立入検査は、経済産業大臣の

指示に従って事業所等を検査して、その結果を経済産業大臣に速やかに報告する。

⑤ 工業標準化法の一部を改正する法律による改正前の工業標準化法に基づく指定（承

認）認定機関等に対する立入検査業務

工業標準化法の一部を改正する法律（平成１６年法律第９５号）による改正前の工

業標準化法に基づく指定（承認）認定機関及び指定（承認）検査機関に対する立入検

査は、経済産業大臣の指示に従って認定機関等の業務の状況等を検査して、その結果

を経済産業大臣に速やかに報告する（平成２０年９月３０日まで実施）。

［中期実績］

①ア

・工業標準化法に基づく認証機関の登録のための調査において、経済産業大臣等から

調査指示を受け、延べ１４７件の調査を実施するとともにその結果を経済産業大臣

等に報告した。

・工業標準化法において、判定委員会事務局を経済産業省から機構に移し、機構が委

員会を運営し、制度運営における機構の役割の拡大を段階的に図った。電気用品安

全法において、登録のための調査の有効性向上のため業務プロセスを改善し、検査

機関の調査を強化するとともに消費者用製品安全法において、ライターの新しい規

制の法令施行に合わせて短時間で迅速に登録のための調査を実施した。

①イ

工業標準化法に基づく登録認証機関に対する立入検査は、経済産業大臣等から検

査指示を受け、延べ３６件の立入検査を実施するとともにその結果を経済産業大臣

等に報告した。

②ア

製品安全４法に基づく検査機関の登録のための調査において、経済産業大臣から

調査指示を受け、延べ４６件の調査を実施するとともにその結果を経済産業大臣に

報告した。

②イ

製品安全４法に基づく登録検査機関に対する立入検査は、経済産業大臣から検査

指示を受け、延べ１件の立入検査を実施するとともにその結果を経済産業大臣に報

告した。

③特定機器相互承認法に基づく適合性評価機関の認定等関係業務については、経済産
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業大臣からの調査及び立入検査の依頼はなく、実績はない。

④計量法に基づく濃度に係る計量証明事業者等に対する立入検査については、経済産

業大臣からの検査指示を受け、延べ２１件の立入検査を実施するとともにその結果を

経済産業大臣等に報告した。

⑤工業標準化法の一部を改正する法律による改正前の工業標準化法に基づく指定（承

認）認定機関等に対する立入検査については、検査指示を受け、延べ１５件の立入検

査を実施するとともにその結果を経済産業大臣等に報告した。

((((2222)))) 国際提携関係業務国際提携関係業務国際提携関係業務国際提携関係業務

［中期目標］

オーストラリア政府との口上書に基づき、オーストラリア自動車設計規則（ADR）に

従った同国向け自動車及びその部品製造事業者の生産適合検査及びその試験施設検査

を的確に実施する。

［中期計画］

オーストラリア政府との口上書に基づく同国向け自動車及びその部品製造事業者に

対する生産適合検査（ＣＯＰ）及びその試験施設検査（ＴＦＩ）は、オーストラリ

ア自動車設計規則（ＡＤＲ）に照らして計画的に実施してその結果をオーストラリ

ア政府に報告する。

［中期実績］

オーストラリア政府との口上書に基づいて、７２件のＡＤＲ検査を的確に実施した。

なお、２２年６月にオーストラリア政府からの通告で、検査依頼は中止となった。

Ｅ．Ｅ．Ｅ．Ｅ．生活安全分野生活安全分野生活安全分野生活安全分野

［中期目標］

安全・安心で豊かな国民生活を追求していくためには、くらしの中で国民が利用す

る様々な製品の安全性の十分な確保や、そのための技術基盤の整備等が不可欠である。

このような中で、機構は、製品安全４法等の的確な執行に不可欠な製品事故に関する

情報の収集・調査・分析、原因究明や、製品安全に係わる情報の国民への迅速な提供

を行うとともに、再発防止等の観点からより高い安全性を確保するために新たな安全

基準の提案等を行う。また、福祉等の分野においても、製品の安全に関するＪＩＳ化

のための調査研究等を行うとともに、製品の安全で使いやすい設計に資する人間特性

等のデータ収集・提供等を行う。さらに、製品安全４法の的確な執行の観点から立入

検査等を的確かつ迅速に行う。

機構は、これらの製品安全に関する積極的な取組、標準化等の推進、また法規制の

執行等を通じて、国民生活の安全、ひいてはくらしにおける安心感の醸成に貢献する
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ことを期待する。

１１１１．．．．製品安全関係業務製品安全関係業務製品安全関係業務製品安全関係業務

((((1111)))) 製品製品製品製品のののの事故事故事故事故にににに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの収集収集収集収集・・・・調査調査調査調査・・・・分析分析分析分析、、、、原因究明等原因究明等原因究明等原因究明等

［中期目標］

消費者が利用する製品のうち、消費者の生命又は身体に危害を及ぼす可能性のある

製品に適切な対応を図ることが必要である。このため、消費者が利用する製品におけ

る事故情報等について、地域の関係機関と協力・連携しつつ、全国から網羅的に情報

を収集する。さらに、事故品確認・現場調査を年平均３５０件行うこと等によって、

技術的観点から必要な調査・分析、原因究明を行うとともに、事業者が講じた再発防

止措置の評価等を迅速に行う。

また、消費生活用製品安全法に基づき主務大臣が指示した消費生活用製品の安全性

に関する技術上の調査及び消費生活用製品安全法の一部を改正する法律（平成１９年

法律第１１７号）による改正後の消費生活用製品安全法に基づき主務大臣が指示した

特定保守製品等の経年劣化に関する技術上の調査を的確に行う。

さらに、製品の安全性及び品質の把握のために必要な市場モニタリングテストを実施

する。

［中期計画］

消費者が利用する製品のうち、消費者の生命又は身体に危害を及ぼす可能性のある

製品に適切な対応を図るため、以下の業務を行う。

① 消費者が利用する製品における事故情報等について、網羅的かつ広範な情報を迅速

かつ的確に収集するため、消防等の地域における関係機関との緊密な協力・連携を更

に強化する。

② 収集した製品事故情報を踏まえ、事故品確認・現場調査を年平均３５０件行うこと

等によって、技術的観点から必要な調査及び分析を行い、迅速に原因究明を行う。さ

らに、事業者が講じた再発防止策の評価を行う。

なお、原因究明等に際しては、原因究明の精度向上を図るため、製品の高度化に対応

しつつ、外部有識者、専門技術者等の意見を踏まえ、事故発生原因の技術解析を充分

に行う。

③ 消費生活用製品安全法に基づき主務大臣から指示された消費生活用製品の安全性に

関する技術上の調査及び消費生活用製品安全法の一部を改正する法律（平成１９年法

律第１１７号）による改正後の消費生活用製品安全法に基づき主務大臣から指示され

た特定保守製品等の経年劣化に関する技術上の調査を的確に行う。

④ 事故原因の究明、再発防止措置の評価等において、必要に応じ、原因究明テストを

迅速に実施するとともに、原因究明の精度向上を図るため、事故原因究明手法の開発

を行う。

⑤ 市場における製品の関係法令への適合性、安全性及び品質性能の適格性の確認のた

め、消費者ニーズ及び行政ニーズに基づき、市場モニタリングテスト業務を適切かつ

迅速に行う。
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［中期実績］

①石油温風暖房機、ガス瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒事故や紙用シュレッダーに

よる幼児指切断事故など重篤な製品事故を契機として、製品の安全性が社会的関心

事となる中、消防、消費生活センター等の地域における関係機関との連携の強化に

努め、１８～２２年度において、２５，９８１件（年平均約５，０００件）の事故

情報を収集し、全件について原因究明調査を実施した。

②総収集件数２５，９８１件のうち、４，８９９件について、現場確認、事故品調査

等の初動調査を実施し確度の高い調査を実施した。また、製品事故調査員制度や技

術アドバイザーリーボードを創設して外部の専門的知見を活用することで事故原因

究明調査の質の向上と効率化に努めた。平成20年度より本格的にＲ－Ｍａｐ手法に

よるリスク分析に取り組み、１４，５９９件中１２，０９５件(約８２．８%)の分

析を実施し、リスクの高い案件６，１７８件について経済産業省に行政措置の必要

性を提案した。

③平成 19年度の消費生活用製品安全法の改正以降、経済産業大臣から調査指示のあっ

た重大製品事故４，０１５件について技術上の調査を的確に実施した。

④石油温風暖房器、ガス瞬間湯沸器、デスクマット、樹脂製サンダル、おしゃれ用コ

ンタクトレンズ、ハンドル型電動車いす等について原因究明テストを実施し、経済

産業省や厚生労働省による行政措置等に貢献した。

⑤レーザーポインタの基準適合調査や家庭用圧力鍋の安全性テストを実施し、事業者

への行政指導等に貢献するとともに、電気式床暖房等の安全性調査を実施し技術基

準の改正に貢献した。

((((2222)))) 国内外国内外国内外国内外のののの関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携

［中期目標］

製品事故の未然・再発防止等をより効率的に行うため、国内外の関係機関との連携

を通じ、事故の未然・再発防止等の製品安全対策に反映することのできる有用な情報

の収集・分析等を行う。

［中期計画］

製品事故の未然・再発防止等をより効率的に行うため、国内外の製品安全に関係す

る機関との連携・協力を図ることなどにより、互いの情報の有効活用等を図り、事故

の未然・再発防止等の製品安全対策に反映することのできる有用な情報の収集・分析

等を行う。

［中期実績］

確度の高い原因究明調査及び事故の未然・再発防止のため、地域の消防・警察、消費

生活センター、医療機関・学会、関係省庁（経済産業省及び消費者庁）や国民生活セン

ターと連携・協力を推進し、事故情報の的確な収集及び原因究明を図った。
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事故品確保と現場調査の増加により、製品安全対策に反映することのできる有用で

精度の高い分析等を行った。

販売事業者とＭＯＵを締結し、連携して消費者への注意喚起を行った。

米国消費者製品安全委員会（ＣＰＳＣ）とガイドラインを、中国検験検疫科学研究院

（ＣＡＩＱ）と協力主旨書を締結し、製品安全に係る情報共有、人材交流、定期的な会

合等を実施。また、欧州委員会、韓国（ＫＡＴＳ)、シンガポール（ＳＰＲＩＮＧ)、台

湾（ＢＳＭＩ)から製品安全の執行担当者が機構を訪問し、会合・情報共有等。さらに、

輸入品の安全性確保の観点から、アジア国（中国、台湾、ベトナム）への製品事故原因

究明の研修を実施した。その他の国については、製品安全国際会議への出席等により交

流及び情報共有を図っている。

((((3333)))) 事故事故事故事故のののの未然未然未然未然・・・・再発防止再発防止再発防止再発防止のためののためののためののための情報提供等情報提供等情報提供等情報提供等

［中期目標］

消費者の生命又は身体に対する危害発生の防止のため、収集した事故情報、事故原因

の究明結果等を、行政施策に活用されるよう関係機関に積極的に提供する。また、事業

者等の安全対策への自主的かつ積極的な取組や、消費者による製品の安全な使用を促進

するため、広報活動の充実を図る。

［中期計画］

収集した製品事故情報、事故原因究明結果等が製品事故の未然・再発防止につなが

り、またより安全性の高い製品の開発に反映されるよう、国、事業者等に積極的に提

供する。また、消費者に対する危険情報の周知を行うとともに、消費者による製品の

誤使用を防止し、安全に対する意識の向上等につながるよう、これらの情報をより分

かりやすい形態に加工し、印刷物及びインターネットを通じて、消費者等に提供する

こと等の広報活動を積極的に行う。

［中期実績］

事故原因究明結果や事故情報の分析に基づき、未然・再発防止のため、安全法令へ

の対象品目の追加や技術基準・規格の見直しを提案し、経済産業省が行う法改正や技

術基準等の改正に貢献した。１９年度の消費生活用製品安全法の改正に伴い、大臣指

示に基づき重大製品事故に係る技術的調査を開始した。２１年度の同法改正以降は特

定保守製品等の経年劣化に関する技術上の調査にも着手した。Ｒ－Ｍａｐ手法を用い

たリスク分析を開始し、リスクの高い案件について事業者が行う再発防止のための改

善措置について経済産業省が行う指導に貢献した。

毎月記者説明会を開催し、製品毎の事故動向を分析した結果や、撮影した実験映像

等、製品安全啓発のための情報提供を行った。

製品安全情報マガジン（ＰＳマガジン）を月２回発行、注意喚起ちらしやリーフレッ

トなどを定期的に発行した。ホームページで、製品事故の未然・再発防止のための製

品安全情報（技術情報・注意喚起情報・リコール情報・ミニポスター等）の提供を行っ
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た。製品安全広報誌「生活・安全ジャーナル」を作成し、製品安全に関わる関係者へ

の情報発信を行った。原因究明登録機関（８９機関）の登録内容等を見直して、原因

究明機関ネットワーク総覧を更新し、ＨＰで公表した。

工業会主催の安全啓発セミナー、経済産業省主催の製品安全セミナー、消費生活セ

ンター主催のセミナー、消費者団体連携の製品安全講座、大学主催の講演会への講師

派遣を行い、事業者や消費者の安全意識の改善・向上を図った。

業務報告会を毎年、東京、大阪の２か所において開催することにより、製品安全業

務を広く関係機関、事業者等に紹介し、意見交換や情報交換を図った。

((((4444)))) 製品安全体系製品安全体系製品安全体系製品安全体系のののの高度化高度化高度化高度化をををを目指目指目指目指したしたしたした調査研究調査研究調査研究調査研究

［中期目標］

現行制度上の問題点等の分析も行いつつ、消費者が利用する製品の安全性をより高

いものにするため、新たな製品安全体系のあり方の調査研究等を行う。

［中期計画］

現行制度上の問題点等の分析も行いつつ、消費者が利用する製品の安全性をより高

いものにするため、国内外の製品安全の関連制度に関する情報収集・調査・分析・評

価を行うとともに、有識者で構成する研究会の開催等により、社会制度、技術基盤

も視野に入れて規制・基準体系の構築等に向けた提言等を行う。

［中期実績］

新たな製品安全体系の在り方の検討対象として電気用品安全法を採り上げ、電気用

品の効果的・効率的な規制体系を構築するための方策を有識者で構成される調査検討

会を開催して検討し、電気用品安全法技術基準の見直し（階層化、国際整合化及び品

目の大括り化）の基本計画を策定するとともに、同計画に基づく具体的なアクション

プランを作成して、今後の見直し作業の基礎を作り上げた。

２２２２．．．．標準化関係業務標準化関係業務標準化関係業務標準化関係業務

((((1111)))) 高齢者高齢者高齢者高齢者・・・・障害者対応等障害者対応等障害者対応等障害者対応等のののの分野分野分野分野におけるにおけるにおけるにおける標準化標準化標準化標準化

［中期目標］

高齢者・障害者が安全で使いやすい製品の普及、製品・消費者の価値観の多様化等

に対応した市場形成の観点から、必要に応じ、高齢者・障害者対応等の分野における

標準化体系案を作成するとともに、関係機関と連携を図り、同分野におけるＪＩＳ等

の国家標準の整備を図る。また、国際標準化活動に積極的に参画し国際標準提案も行

う。さらに、ＪＩＳ等として制定された以降は、定期的な見直しを行うこととする。

［中期計画］
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高齢者・障害者が安全で使いやすい製品の普及、製品・消費者の価値観の多様化等

に対応した市場形成の観点から、以下の業務を行う。

① 高齢者・障害者対応等の分野におけるＪＩＳ等の国家標準の整備を図るため、福

祉用具に関して、標準化体系案を作成するとともに、必要に応じ、標準化を効率的に

促進するためのアクションプランを作成する。

② 高齢者・障害者対応等の分野の関係機関に対し、機構が担う広範な業務を通じて

得られる情報、知見等を基に、技術面からの連携・協力を行うことによりＪＩＳ等

の国家標準の整備を推進する。また、複数の製品分野に共通して用いられる規格等

のうち民間では実施できない部分については、自ら標準化に向けた調査研究等を行

うことにより、ＪＩＳ原案等の作成を行う。

③ 国際標準化機構（ISO）、国際電気標準会議（IEC）の各種委員会等に積極的に参画・

提案し、我が国の国際標準化活動に貢献する。

④ 作成した原案が、ＪＩＳ、ＴＳ（標準仕様書）、ＴＲ（標準報告書）、ＩＳ（国際

標準）として制定された後は、関連する国際規格の動向に注意を払いつつ、５年以

内に定期的な内容の見直しを行う。

［中期実績］

高齢者・障害者が安全で使いやすい製品の普及等のために、以下について実施した。

①１８年度に、高齢者・障害者等の分野におけるＪＩＳ等の国家標準の整備を図るため

の標準化体系案としてをとりまとめ、さらに標準化を効率的に促進するための「アク

ションプラン」を策定した。

②１９年度から、複数の製品共通で製品横断的であるため、民間では規格化の実施がで

きない機能別規格について、機能別試験方法（全６５機能）を開発し、２２年度に共通

規格案（「福祉用具共通試験方法」）として公表した。

当該共通規格案は、将来的にグループ共通規格としてＪＩＳ化されるものであり、ま

た、多様な福祉用具の各個別製品についてのＪＩＳ化検討が民間で行われる際に、活用

されるものである。

③国際標準化活動については、点字ブロックのＪＩＳの国際規格化を機構主導で推進し、

国際規格案（ＤＩＳ）まで到達させたほか、機構が開発した「プラスチックの着火性試

験」についてＩＥＣに提案し、標準仕様書（ＴＳ）として発行されるなど、製品安全分

野の国際規格化推進に大きく貢献した。

④制定されたＪＩＳ及びＴＳについては、定期的見直しを実施して、実情に合わせるた

めの提案を実施した。

((((2222)))) 製品製品製品製品のののの安全確保安全確保安全確保安全確保のためののためののためののための標準化標準化標準化標準化

［中期目標］

上記１．の業務を通じて得られる知見等を活用し、事故の未然・再発防止の観点、製
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品のより高い安全性の確保の観点等から、必要に応じて製品安全４法の技術基準等の改

正案の提案等を行う。また、複数の製品分野に共通して用いられる規格の原案作成等を

行う。さらに、消費者が利用する製品の安全に係る規準・規格の体系に関する産業界に

おける自主的な取組に関して適切なアドバイス等も併せて行う。

［中期計画］

上記１．の業務を通じて得られる知見等を活用し、事故の未然・再発防止の観点、製品

のより高い安全性の確保の観点から、以下の業務を行う。

① 事故情報の収集、分析、事故原因の究明、再発防止措置の評価、事故動向の分析

等の業務を通じて得られる知見等を活用し、必要に応じて、製品安全４法の技術基準

の改正案や、関連する任意規格の改正案の提案等を行う。

② 消費者が利用する製品について、複数の製品分野に共通して用いられる規格の原

案を作成するとともに、これに関連する業界の自主基準作成等の取組に対して、適

切なアドバイスを行う。

［中期実績］

事故の未然・再発防止の観点、製品のより高い安全性の確保の観点から、以下の業

務を行った。

①製品事故の未然・再発防止の観点から、２０年度には介護用ベッド、２１年度は電動

車いす、２２年度はライターについて、安全性に関する試験方法の開発や具体的事故

防止策の検討を行って規格・基準案を作成・提案し、安全規制の見直し・充実に貢献

した。

＜事故防止の観点からの規格・基準の作成＞

・介護用ベッド JIS T9254

・電動車いす JIS T9208

・ライター 消安法技術基準、JISS 4801～ 4803

＜複数の製品分野に共通して用いられる規格の原案作成＞

・福祉用具の共通試験方法開発

②高齢者・障害者対応製品については、複数の製品に共通する共通試験方法をまとめる

とともに、個別製品の標準化を民間が実施する際には、民間に対して適切なアドバイ

スを実施した。

＜業界の自主基準取り組みに対するアドバイスの一例＞

アドバイス実施先・・・(財)製品安全協会、(財)文化用品安全試験所、日本福祉用

具・生活支援用具協会

アドバイス内容・・・・立ち上がり用補助いす、入浴用いす、ベッド用手すり、ポー

タブルトイレ、エルボクラッチ等の JIS化アドバイスや SG

規格へのアドバイス
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((((3333)))) 人間特性人間特性人間特性人間特性にににに係係係係るるるる技術的技術的技術的技術的データデータデータデータ等等等等のののの提供提供提供提供

［中期目標］

製品の安全で使いやすい設計に資するため、企業等における製品設計などの際に考慮

すべき、安全・安心に係る動態、感覚等の基本人間特性に関わるデータについては、充

実・更新、維持管理を効率的に行うとともに、企業等におけるデータ収集・分析を促進

する観点から、収集等に必要な計測手法の標準化を行う。

［中期計画］

製品の安全で使いやすい設計に資するため、企業等におけるデータ収集・分析を促

進する観点から、以下の業務を行う。

① 基本人間特性に関わるデータの充実・更新、維持管理は、効率的に行うとともに、

データの更新にあたっては、その必要性を判断した上で行う。

② 基本人間特性計測手法の標準化にあたっては、外部有識者の意見を踏まえて、ニー

ズの多い特性を選定し、計測手法を確立する。また、確立した計測手法及びデータ

はインターネット等により広く公開する。

［中期実績］

①製品の安全で使いやすい設計に資するため、基本人間特性に関する計測手法の開発及

びデータの追加・拡充を行いながら人間特性データベースとして完成させた。

②高齢者約１２０名の被験者実験を実施し高齢者の人間特性に関するデータ計測手法を

開発した。また、このデータを基に計測データベースを拡充してＨＰで公開した。その

結果、年間のアクセス件数が約４２万件（２１年度）に達するなど、安全設計等に幅広

く活用されている。

３３３３．．．．講習関係業務講習関係業務講習関係業務講習関係業務

((((1111)))) 電気工事士法電気工事士法電気工事士法電気工事士法にににに基基基基づくづくづくづく講習関係業務講習関係業務講習関係業務講習関係業務

［中期目標］［中期計画］

電気工事士法に基づく講習を的確に実施する。

［中期実績］

電気工事士法に基づく唯一の指定講習機関として、講習業務を的確かつ効率的に運

営・実施したことにより、１８～２２年度の期間において、全国で３，１１２回の講習

会を開催し、３９３，１３２人の受講を実現した。

今期の講習業務の運営に当たっては、以下の取り組みを行った。

・前指定講習機関が別々に維持管理していた電気及びガスの講習受講者の資格者情報

を機構にて一元管理する独自ＤＢを構築して受講者情報管理、受講等への案内を確

実に実施できるよう改善した。

・電気工事士免状を交付・管理する全国の都道府県担当課との連携を図り、未受講者



- 46 -

への受講要請（指導）、定期講習リーフレットの配布、受講案内サービスの周知によ

り、受講率の向上に努めた。

・講習業務の委託業務の契約方式について、総合評価方式による一般競争入札（複数

年契約）へ移行するとともに、講習受講料のコンビニでの払い込みを可能とし、払

込手数料の無料化を図るなど業務内容の改善とサービスを向上させた。

・電気講習のベテラン講師の講義音声ファイルや専門書籍を希望する講師に配布（貸

与）して講師のスキルアップを図った。

((((2222)))) 特定特定特定特定ガスガスガスガス消費機器消費機器消費機器消費機器のののの設置工事設置工事設置工事設置工事のののの監督監督監督監督にににに関関関関するするするする法律法律法律法律にににに基基基基づくづくづくづく講習関係業務講習関係業務講習関係業務講習関係業務

［中期目標］［中期計画］

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく講習を的確に実施する。

［中期実績］

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく唯一の指定講習機関とし

て、講習業務を的確かつ効率的に運営・実施したことにより、１８～２２年度の期間に

おいて、全国で６３５回の講習会(資格・認定講習、再講習)を開催し、５６，６４７人

の受講を実現した。

今期の講習業務の運営に当たっては、以下の取り組みを行った。

・前指定講習機関が別々に維持管理していた電気及びガスの講習受講者の資格者情報を

機構にて一元管理する独自ＤＢを構築して受講者情報管理、受講等への案内を確実に

実施できよう改善した。（再掲）

・資格講習の修了試験（習熟度確認）について、過去及び新規の問題をＤＢ化して試験

問題作成の効率化を図るとともに、受講者が事前の練習問題として学習できるように

候補問題集を作成し提供した。

４４４４．．．．経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省にににに係係係係るるるる法令等法令等法令等法令等にににに基基基基づくづくづくづく製造事業者製造事業者製造事業者製造事業者へのへのへのへの立入検査等業務立入検査等業務立入検査等業務立入検査等業務

［中期目標］

経済産業省に係る法令等に基づく、次の立入検査等を的確に実施する。

① 工業標準化法に基づく認証製造業者等及び認証加工業者に対する立入検査等

② 工業標準化法の一部を改正する法律（平成１６年法律第９５号）による改正前の工

業標準化法に基づく認定製造（加工）業者に対する立入検査（平成２０年９月３０日

まで実施。）

③ 製品安全４法に基づく製造事業者等に対する立入検査

④ 計量法（適合性認定分野で実施するものは除く。）に基づく届出製造事業者等に対す

る立入検査等

⑤ 家庭用品品質表示法に基づく製造業者等に対する立入検査

⑥ 製品安全４法で定める「主務大臣による適合性検査業務実施」に係る業務
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［中期計画］

経済産業省に係る法令に基づく、次の立入検査等を的確に実施する。

① 工業標準化法に基づく認証製造業者等及び認証加工業者に対する立入検査等

工業標準化法に基づく認証製造業者等及び認証加工業者に対する立入検査は、経済

産業大臣の指示に従って製造品質管理体制、加工品質管理体制等を検査して、その結

果を経済産業大臣に速やかに報告する。

また、工業標準化法に基づくＪＩＳマーク表示製品等の法適合状況を把握するため

の試買検査を行う。

② 工業標準化法の一部を改正する法律による改正前の工業標準化法に基づく認定製

造（加工）業者に対する立入検査

工業標準化法の一部を改正する法律（平成１６年法律第９５号）による改正前の

工業標準化法に基づく認定製造（加工）業者に対する立入検査は、経済産業大臣の

指示に従って製造業者等の品質管理、技術的生産条件等を検査して、その結果を経

済産業大臣に速やかに報告する。（平成２０年９月３０日まで実施。）

③ 製品安全４法に基づく製造事業者等に対する立入検査

製品安全４法に基づく製造事業者等に対する立入検査は、経済産業大臣の指示に

従って製造工程、品質管理状況等を検査して、その結果を経済産業大臣に速やかに報

告する。

④ 計量法（適合性認定分野で実施するものは除く。）に基づく届出製造事業者等に対

する立入検査等

計量法に基づく届出製造事業者等に対する立入検査は、経済産業大臣からの指示に

従って工場等を検査して、その結果を経済産業大臣に速やかに報告する。

また、計量法に基づく指定製造事業者制度における事務への支援は、指定製造事業

者制度関係事務処理要領に係る事務のうち、経済産業省から依頼のあった事務を支

援する。

⑤ 家庭用品品質表示法に基づく製造業者等に対する立入検査

家庭用品品質表示法に基づく製造業者等に対する立入検査は、経済産業大臣の指示

に従って同法の遵守状況を検査して、その結果を経済産業大臣に速やかに報告する。

⑥ 製品安全４法で定める「主務大臣による適合性検査業務実施」に係る業務

天災その他の事由により国内（外国）登録検査機関が製品安全４法に定める適合性

検査を実施できなくなった場合において、経済産業大臣の指示に基づき機構が当該検

査を的確に実施できるよう既存技術を維持する。

［中期実績］
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① 改正後の工業標準化法に基づく認証製造業者への立入検査は、経済産業大臣の指示に

従い、平成２０年度以降すべてレディミクストコンクリート製造業者に対して実施し

た。平成２０年度２７件、２１年度５０件、２２年度４９件について実施し、その結

果を経済産業大臣に報告した。

試買検査は、毎年継続して行っており、平成２１年度実施分以降はすべて新 JIS製

品を対象とした。結果は年度ごとに報告書としてまとめ、経済産業省へ提出した。

② 改正前の工業標準化法に基づく認定製造業者への立入検査は、経済産業大臣の指示に

従い、平成１８年度１０４件（消費剤４４件、レミコン６０件）、１９年度７６件（消

費剤２５件、レミコン５１件）について実施し、その結果を経済産業大臣に報告した。

③製品安全４法に基づく製造事業者等に対する立入検査は、経済産業大臣の指示に従っ

て実施し、その結果を経済産業大臣に報告した。

製品安全４法立入検査件数

年度 電安法 消安法 液石法 ガス事法 計

18年度 ２３０ ４０ ２５ ５ ３００

19年度 ２３０ ４１ １０ ８ ２８９

20年度 １９７ ５０ ８ ６ ２６１

21年度 １７２ ４６ １０ １０ ２３８

22年度 １３３ ５０ １３ １３ ２０９

第二期累計 ９６２ ２２７ ６６ ４２ １，２９７

④ 計量法（適合性認定分野で実施するものは除く。）に基づく届出製造事業者等に対す

る立入検査は実績はないものの、当該検査を速やかに実施できるよう体制を維持した。

⑤ 家庭用品品質表示法に基づく製造業者等に対する立入検査は実績はないものの、当該

検査を速やかに実施できるよう体制を維持した。

⑥ 製品安全４法で定める「主務大臣による適合性検査業務実施」に係る業務は実績がな

く、当該検査を的確に実施できるよう既存技術を維持した。

Ｆ．Ｆ．Ｆ．Ｆ．そのそのそのその他業務他業務他業務他業務

［中期目標］

依頼試験評価業務

機構の能力を活かし、民間での実施が困難な依頼試験・評価を適切に実施する。

［中期計画］

依頼試験評価業務

機構の能力を活かし、民間での実施が困難な試験・評価を依頼に応じて適切に実施

する。
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［中期実績］

○ 登山用ロープ

消費生活用製品安全法に規定する適合検査に係る登山用ロープの試験第二期累計で、

１６１件受け付け、３９０本について実施。

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 第二期累計 。

検査依頼書受付件数 ２８件 ２９件 ３７件 ３０件 ３７件 １６１件

ロープ試験実施本数 ６５本 ８５本 ７８本 ７０本 ９２本 ３９０本

○ 容量分析用標準物質の依頼検査

依頼に応じて、日本工業規格（ＪＩＳＫ８００５）に規定する容量分析用標準物質

の検査を実施。

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 第二期累計

外観検査 ７件 １０件 ６件 ４件 ２７件

品質検査 ８件 １０件 ６件 ４件 ２８件

（注）２１年度をもって当該業務を全て終了。これに伴い、今後の標準物質の品質

保証は、標準物質生産者の認定(ＡＳＮＩＴＥ)で補完。

○ 中国向け輸出化粧品原材料等品質証明確認業務

経済産業省の定めた品質証明確認基準に基づく検査を行い、１８２件について品質

証明確認書を交付。

１８年度 １９年度（～ 9/26) 第二期累計

品質証明確認書交付 １３２件 ５０件 １８２件

確認申請原料数 ２５４原料 ７６原料 ３３０原料

化粧品原料 ２２２原料 ６４原料 ２８６原料

化粧品完成品 ３２原料 １２原料 ４４原料

（注）中国政府が１９年８月３０日をもって化粧品ＢＳＥ証明書（品質証明確認書）

不要の公告を発したことを受けた経済産業省の通知により、１９年９月２６

日をもって本業務を終了。

ⅢⅢⅢⅢ．．．．業務運営業務運営業務運営業務運営のののの効率化効率化効率化効率化にににに関関関関するするするする事項事項事項事項

［中期目標］

人的資金的制約の下、国民生活、社会経済上の要請や行政ニーズに的確に対応して

いくため、民間で実施可能なものは積極的にアウトソーシング、外部人材の活用等を

進め、国との的確な役割分担の下、機構が真に担うべき事務及び事業に特化して、よ

り一層の効率化を図ることとする。
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１１１１．．．．効率化効率化効率化効率化によるによるによるによる経費経費経費経費のののの削減削減削減削減

［中期目標］

運営費交付金を充当する業務については、業務経費について、新規に追加されるも

の、拡充分等は除外した上で、第二期中期目標の期間中、平均で前年度比１％以上の

削減を行うとともに、一般管理費については、第二期中期目標期間中、毎年度、平均

で前年度比３％以上の削減を行う。

新たに発生又は業務量の増加が見込まれるものについても、効率的な業務の運営を

図ることにより、運営費交付金の増大の抑制に努める。

［中期計画］

中期目標で示された一般管理費（毎年度平均で前年度比３％以上削減）、業務経費

（毎年度平均で前年度比１％以上削減）及び人件費に係る削減目標を達成するととも

に、新たに発生又は業務量の増加が見込まれるものについても、運営費交付金の増大

の抑制を図るため、以下の措置を積極的に講ずる。

［中期実績］

効率化目標の達成について、２期５年間の事業費（効率化目標の対象外とすべき新

規業務に係る経費を除く。）は第一期中期目標期間の最終年度である１７年度から毎年

度１％の経費削減を着実に実施した場合の第二期中期目標期間における業務経費の支

出合計は 31,623百万円となるのに対し、第二期中期目標期間の実際の支出は 31,474百

万円と下回っており、削減目標を達成。一方、２期５年間の一般管理費は平均で９．

１％の減で削減目標を達成。

２２２２．．．．人件費人件費人件費人件費のののの削減削減削減削減

［中期目標］

「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）に基づき、国家公務員

の定員の純減目標（今後５年間で５％以上の純減）及び給与構造改革を踏まえ、国家

公務員に準じた人件費削減の取組を行う。

［中期実績］

機構の２２年度末の常勤職員数は、４０１名であり、前期末増減は△５．４２％と

目標を達成。

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

常勤職員 ４１６ ４１１ ４０５ ３９６ ４０１

うち任期付き研究員 １６ １５ ５ ５ ７

うち国からの出向者 １０ ９ １０ ８ １０

非常勤職員 １３１ １３７ １５０ １４８ １４５

出向者 １７ １４ １４ １４ １５

うち国の機関への出向者 １６ １３ １３ １３ １３
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その他 １ １ １ １ ２

※年度末・・・当該年度の１月１日における数

３３３３．．．．外部能力外部能力外部能力外部能力のののの活用活用活用活用

［中期目標］

「機構の事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」（平成１６年１２月１０日）に

おいて示された外部委託の取組を含め、費用対効果、専門性の観点等から、自ら実施

すべき業務を精査し、外部機関との協力・連携、アウトソーシングを積極的に推進す

る。

これらのアウトソーシング等による効率化の効果（担当職員数等の減）を明らかに

し、増大する業務に対する資源等の有効活用を積極的に行うものとする。

［中期計画］

１．外部機関との協力・連携の推進

独立行政法人産業技術総合研究所等の公的試験研究機関、大学及び民間企業との

間で適切な役割分担の下に共同研究その他の協力・連携、共同研究施設の活用な

どを進め、業務の促進と効率化を図る。

２．アウトソーシングの推進

費用対効果、専門性の観点等から、自ら実施すべき業務を精査し、様々な工程で

職員が実施している定型的な作業については、一括的なアウトソーシングの実現に

向け、所要の準備と関係者への理解を図る。また、アウトソーシングによる効率化

の効果を明らかにし、増大する業務に対する資源等の有効活用を積極的に行うもの

とする。

［中期実績］

１．外部機関との協力・連携の推進

○ バイオテクノロジー分野

生物遺伝資源に係る情報の高付加価値化、産業利用の促進を図るため、試験研究

機関、大学及び民間企業との共同事業、連携等により効率的に業務運営を行った。

・有用機能の探索源となる微生物の収集、提供に関わる国内外の機関との連携

・機構が保有する微生物株のゲノム解析に関わる国内企業・大学との連携

○ 適合性認定分野

試験・校正事業者認定関係業務において、独立行政法人産業技術総合研究所、日

本電気計器検定所、財団法人日本品質保証機構、独立行政法人情報処理推進機構、

財団法人建材試験センター、財団法人電気安全環境研究所、財団法人化学物質評

価研究機構、財団法人日本建築総合試験所等関連機関とのネットワークを維持・

強化するとともに、認定機関協議会を中心とした関係機関との協力・連携活動を
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推進し審査事務及び委員会業務の促進と効率化を図った。

○ 化学物質管理分野

・独立行政法人産業技術総合研究所及び財団法人化学物質評価研究機構と共同し、

化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発を行った。

・国立医薬品食品研究所、ブルガス大学（ブルガリア）、学校法人関西学院大学、国

立大学法人東北大学、富士通株式会社と共同し、構造活性相関手法による有害性

評価手法の開発を行った。

○ 製品安全分野

・独立行政法人国民生活センターと製品事故の未然・再発防止等のため、積極的に

協力・連携した。

・消費者が利用する製品における事故情報等について、網羅的かつ広範な情報を迅

速かつ的確に収集するため、機構の全国組織を活用して、消防、消費生活センター

等の関係機関等と緊密な協力・連携を更に強化した。

・標準化関係業務において、国立大学学校法人徳島大学、兵庫県社会福祉事業団福

祉のまちづくり工学研究所等と連携し、視覚障害者誘導用ブロック等の標準化を

効率的に実施した。

２．アウトソーシングの推進

独法に対する人的、資金的制約が非常に厳しくなる中、機構に対する行政ニーズ

や期待に応えていくため、アウトソーシングや外部人材の活用を積極的に推進し、

限られた要員で最大限の効果が得らるように体制を構築し、業務を的確に実施した。

・ゲノム解析の器具洗浄工程の外部委託において、作業マニュアルを作成しアウト

ソーシングを実施し、効率化した人員は、生物遺伝資源の収集・保存・提供業務

に充当。

・ＰＲＴＲ法に基づく、受付、形式チェック、電子化までの届出処理を一括外部発

注するとともに、ＣＨＲＩＰの整備項目の更新情報の収集について、内部で作成

すべきもの等を除き外注を実施し、効率化した人員は、リスク評価業務に充当。

・認定業務について、外部技術審査員の活用及び技能試験の外部一括委託により、

増加する登録・認定件数を確実に実施。

・製品安全業務において、事故原因に関する調査能力を有する外部の技術専門家を

積極的に活用するとともに、材料力学、腐食防食などの高度な専門知識を有する

者の知見を活用することによって、増大した事故情報に対し、迅速かつ高度な処

理を実施。

・講習関係業務において、大都市圏である東京、名古屋及び大阪の受講会場は、同

地を勤務地とする近郊の他県在住者の受講が多いという講習需要の実態から、大

都市での開催回数を十分確保する一方で、地方都市での受講にも不便を来さない

よう開催計画を作成し、安価で利便性のある講習会場を確保する業務をアウト

ソーシングして業務の軽減・効率化を図った。

・講習関係業務において、電気の定期講習、特定ガス消費機器設置工事監督の資格・

認定講習及び再講習の受講料収納（コンビニ・郵貯）について、収納代行業務を
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アウトソーシングして業務の軽減・効率化を図った。

・講習関係業務において、電気定期講習の謝金・会場支払い等の業務について、支

払代行業務をアウトソーシングして業務の軽減・効率化を図った。

４４４４．．．．機動的機動的機動的機動的なななな内部組織内部組織内部組織内部組織のののの構築構築構築構築とととと人員配置人員配置人員配置人員配置

［中期目標］

業務遂行に最適な内部組織を構築する。支所の運用及び職員の配置について、経済

産業局をはじめ地域の関係機関等と連携して製品事故に関する情報の収集・調査を的

確に行う体制を確保するとともに、最も効率的な体制となるよう業務量の変動に応じ

た人員配置を図る。

［中期計画］

業務遂行に最適な内部組織を構築する。一般管理費の削減に対応するため、

支所を含めた一般管理業務のあり方について見直しを行う等、支所の運

用及び職員の配置について、経済産業局をはじめ地域の関係機関等と連携して

製品事故に関する情報の収集・調査を的確に行う体制を確保するとともに、最も効

率的な体制となるよう業務量の変動に応じた人員配置を図る。

［中期実績］

近隣支所との負担平準化などによる効率化を図り、限られた要員で最大限の効果が

得らるように体制を構築し、業務を的確に実施した。

・製品安全担当調査官会議において近隣支所との役割分担の調整を行い、体制の最

適化を随時実施。

・消費者が利用する製品における事故情報等について、網羅的かつ広範な情報を迅

速かつ的確に収集するため、機構の全国組織を活用して、消防、消費生活センター

等の関係機関等と緊密な協力・連携を更に強化した。

・若手職員の部門間の積極的な異動など、各部門間の連携、職員のキャリアパス及

び技術的能力向上を考慮した計画的人員配置を実施。

５５５５．．．．業務業務業務業務のののの電子化電子化電子化電子化のののの推進推進推進推進

［中期目標］

業務・システムの効率化を図るため、「独立行政法人等の業務・システム最適化実現

方策」（平成１７年６月２９日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づ

き、国の行政機関の取組に準じて、業務・システムに係る監査の実施、刷新可能性調

査の実施、最適化計画の策定と実施を行う。

［中期計画］
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情報提供等の利便性向上に係る業務及び内部管理業務について体系的な整備を行

うとともに、経済産業省電子政府構築計画に基づき最適化計画を作成し、電子化を

推進する。

［中期実績］

「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」（１７年６月２９日各府省情報

化統括責任者(ＣＩＯ)連絡会議決定）に従い１８年度に業務・システム見直し方針を

策定。１９年度に業務・システム最適化計画を策定し、本計画に従って３つのＬＡＮ

（ＮＩＴＥ－ＬＡＮ、化学ＬＡＮ、ＢＩＯ－ＬＡＮ）の統合及びサーバ・周辺機器の

統合等情報基盤を刷新し情報システムの一元管理を実現。また、最適化計画にない効

率化についても、積極的に実施した。

「情報システムに係る政府調達の基本指針」の求めるＩＴ調達の透明性、公平性確

保のため情報システムに係る調達規程を整備。調達審査会、ＣＩＯ補佐官による審査

を実施し応札事業者の増による競争性の向上を実現。また、ＩＴ調達以外の審査につ

いても、積極的に実施した。

「第一次情報セキュリティ基本計画」（１９年２月２日情報セキュリティ政策会議決

定）に従い、情報セキュリティ基本方針（ポリシー）を１９年度に策定。２２年度ま

でに情報セキュリティ関連規程類を整備。２２年度には自己点検、監査を実施し情報

セキュリティのＰＤＣＡサイクルを推進した。また、２０年度から毎年全職員対象の

情報セキュリティ教育を実施し職員のセキュリティリテラシーを高めた。さらに、個

別システムの運用マニュアル・手順書を整備しセキュリティ対策の実質的な定着を

図った。

ⅣⅣⅣⅣ．．．．財務内容財務内容財務内容財務内容のののの改善改善改善改善にににに関関関関するするするする事項事項事項事項

［中期目標］

業務の効率的な実施による費用の低減、自己収入の増加その他の経営努力により財

務内容の改善を図る。また、運営費交付金を充当して行う事業については、「Ⅱ．業務

運営の効率化に関する事項」で定めた事項について配慮した中期計画の予算を作成し、

当該予算による運営に努める。

１．講習業務に係るものその他偶発的原因による場合を除き、平成２２年度末におい

て欠損金の繰り越しをしない。

２．手数料収入、受託収入等の自己収入の増大に努める。

［中期計画］

Ⅲ．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

１．予算（人件費の見積もりを含む。） 《別表１》

［運営費交付金の算定ルール］
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交付金額Ｇi＝［((Ａｂ(i-1)－δa(i-1))×β＋(Ａａ(i-1)×ζ))×αａ＋δa(i)]

＋［((Ｂｂ(i-1)－δb(i-1))×β＋(Ｂａ(i-1)×ζ))×αｂ×γ＋

δb(i)]－［ε(i)］

・Ｇ(交付金額)：ｉは年度。

・Ａａ(i-1)：直前の年度における運営費交付金対象事業（注）に係る経費のうち

一般管理相当分の人件費相当分

・Ａｂ(i-1)：直前の年度における運営費交付金対象事業（注）に係る経費のうち

一般管理相当分の人件費相当分以外の分

・Ｂａ(i-1)：直前の年度における運営費交付金対象事業（注）に係る経費のうち

業務経費相当分の人件費相当分

・Ｂｂ(i-1)：直前の年度における運営費交付金対象事業（注）に係る経費のうち

業務経費相当分の人件費相当分以外の分

・αａ（一般管理費効率化係数）：前年度比３％の削減

・αｂ（業務経費効率化係数）：前年度比１％の効率化

・β(消費者物価指数)：前年度における実績値を使用する。

・γ(政策係数)：法人の業務の進捗状況や財務状況、新たな政策ニーズ等への対

応の必要性、独立行政法人評価委員会による評価等を勘案し、具体的な伸び率

を決定する。

・δa(i)、δb(i)については、新規施設の竣工に伴う経費、法令改正に伴い必要

となる措置、大規模な設備機器の更新等の事由により、特定の年度に一時的に

発生する資金需要について必要に応じ計上する。

・ε(i) ：当該年度における利息収入等の見込額

・ζ（人件費調整係数）：人事院勧告による給与改定分を反映する。

注：運営費交付金対象事業とは、運営費交付金及び自己収入（受取利息等）に

よりまかなわれる事業である。

２．収支計画 《別表２》

業務の効率的な実施による費用の低減、自己収入の増加その他の経営努力により

財務内容の改善を図る。

３．資金計画 《別表３》

［中期実績］

１．予算 《別表１》

２．収支計画 《別表２》

３．資金計画 《別表３》
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Ⅳ．短期借入金の限度額

［中期計画］

・短期借入金の限度額：３，２００，０００，０００円

・想定される理由：①運営費交付金の受入れの遅延

②受託業務に係る経費の暫時立替え

③電気工事士講習の受講者数変動に伴う資金的措置等

［中期実績］

なし

Ⅴ．重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする計画

［中期計画］

なし。

［中期実績］

なし

Ⅵ．剰余金の使途

［中期計画］

知的基盤機関としてのパフォーマンスの向上のため、

・人材育成・能力開発・研修

・調査研究（例：ニーズ・シーズ調査等）

・学識経験者等の招へい

・先行投資（施設・設備等の購入）

・任期付職員の新規雇用

・講習関係業務

の使途に使用。

［中期実績］

なし

ⅤⅤⅤⅤ．．．．そのそのそのその他業務運営他業務運営他業務運営他業務運営にににに関関関関するするするする重要事項重要事項重要事項重要事項

［中期目標］

独立行政法人産業技術総合研究所との共同事業
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［中期実績］

独立行政法人産業技術総合研究所と共同事業契約を締結して役割分担を行い、共同研

究所との共同利用施設である「くらしとＪＩＳセンター」において、標準化関係業務

を実施した。

Ⅶ．その他経済産業省令で定められた記載事項

［中期計画］

１．施設・設備に関する計画

中期目標の達成のために必要な施設及び設備を適正に整備していく。

施設の内容 予定額 財源

工業製品等に関する技術上の評価、工業製品等の 総額 施設整備費

品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供 ６億円 補助金

並びに工業製品等の評価の技術に関する調査及

び研究等の推進に必要な施設・設備の整備

（注）上記予定額は、＜別表１＞の試算結果を掲げたものである。

［中期実績］

年度 施設の内容 確定額

１８年度 個人情報セキュリティ確保のための必要な保護設備の整備 １２０百万円

１９年度 サーバー室等整備 １０２百万円

２０年度 エレベータ施設交換工事 １１７百万円

２１年度 製品事故試験施設等整備 ２４２百万円

２２年度 本館外壁等改修 １０５百万円

２．人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）

［中期計画］

(1) 方針

中期目標に基づく新規業務及び業務量の増加に対しては、既存業務の合理化を図

ることにより可能なかぎり配置転換による人員を充てるとともに、外部機関及び外

部人材の積極的活用により、常勤職員の抑制に努める。

(2) 人員に係る指標
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「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）に基づき、国家公務

員の定員の純減目標（今後５年間で５％以上の純減）及び給与構造改革を踏まえ、

国家公務員に準じて第二期末における常勤職員数を第一期末の９５％以下に抑

制する。

（参考）

１）期初の常勤職員数 ４２５人

２）期末の常勤職員数 ４０２人

・任期付き職員に限り受託業務の規模等に応じた必要最小限の人員の増加が

有り得る。

［中期実績］

機構の第二期末の常勤職員数は、４０１名であり、前期末増減は△５．４２％と

目標を達成している。

年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

人員数（人） ４２４ ４１６ ４１１ ４０５ ３９６ ４０１

人員削減率（％） － △１．９ △３．１ △４．５ △６．６ △５．４

※人員削減方式を採用している。

※上記人員数は、各年度１月１日の人員数。

※人員削減率は、１７年度実績に対する削減率を示している。

(3)その他人事に関する計画

［中期計画］

① 企画立案機関との人事交流

行政実施機関として政策の迅速・的確な実施のため経済産業省等政策の企画立案

機関との人事交流を積極的に行う。

② 任期付任用の促進

業務の実施テーマ等に沿った専門的人材等の任期付任用を積極的に行う。

③ 業績の評価と反映

評価システムの導入・実施による、職員の意欲向上と適材適所の配置の実現を図

る。

［中期実績］

① 企画立案機関との人事交流

行政実施機関として政策の迅速・的確な実施及び人材育成のため経済産業省へ２

９名を出向させ、経済産業省から２３名を受け入れた。また、ＮＥＤＯ及び産総研

との人事交流も行った。
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② 任期付任用の促進

業務の実施テーマ実施にあたり、より専門的な業務に対応するため、任期付研究

員（招へい型、若手育成型）を任用し、業務実施を進めた。

③ 業績の評価と反映

職員の意欲向上を実現するため、目標管理を基礎とした職員の業績評価を実施し、

その結果を毎年度の業績手当に反映した。

また、職員の適材適所の配置と適正な処遇を実現するため、１８年度から２０年度

にかけて職務行動評価の試行を実施し、機構の特色を踏まえた改善に検討を重ね、２

１年度から本格導入し、その結果を２３年１月１日の昇給に反映したほか、人事異動

の参考資料として活用した。
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《別表１》予算（中期目標期間）

（単位：百万円）

区 別 計画額 決 算 差 額

収入

運営費交付金 ３７，７２６ ３７，２２７ ▲ ４９９

施設整備費補助金 ６００ ６９０ ９０

受託収入 ４，２１１ ２，８０２ ▲ １，４０９

うち国からの受託収入 ７００ １，００５ ３０５

うちその他からの受託収入 ３，５１１ １，７９７ ▲ １，７１４

その他収入 ９０１ １，０８３ １８２

計 ４３，４３８ ４１，８０２ ▲ １，６３６

支出

業務経費 ３２，２２３ ３１，６４８ ５７５

施設整備費補助金 ６００ ６９０ ▲ ９０

受託経費 ４，２１１ ２，８００ １，４１１

一般管理費 ６，４０４ ５，４８３ ９２１

計 ４３，４３８ ４０，６２１ ２，８１７

収入

講習関係収入 ５，２４６ ５，０５９ ▲ １８７

計 ５，２４６ ５，０５９ ▲ １８７

支出

講習関係経費 ５，２４６ ４，３４９ ８９７

計 ５，２４６ ４，３４９ ８９７

次期中期目標期間への繰越金 ０ ０ ０

※ 百万円未満四捨五入のため、合計と一致しないことがある。

（決算額の説明）

１．収入

・運営費交付金収入については、計画額は一般管理費効率化係数△３％、業務経費効率

化係数△１％、物価上昇係数±０％、政策係数＋１％、特定年度の一時的資金需要（δ）

０円と仮定した場合における試算結果であり、決算額は毎年度の決算報告書上の決算

額の合計額である。

・施設整備費補助金については、製品安全試験施設整備等の施設整備の合計である。

・受託収入の減額については、国からの受託収入の増を上回る国以外（特殊法人等）か

らの受託収入の減によるものである。

・その他収入の増額については、微生物等の分譲手数料、認定審査手数料等、自己収入

の増加に努めたことによる。
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《別表２》収支計画（中期目標期間）

（単位：百万円）

区 別 計画額（注） 決 算 差 額

費用の部 ４５，７２０ ４０，５４８ ５，１７２

経常費用 ４５，７２０ ３９，９８８ ５，７３２

業務経費 ２９，１２３ ２８，１０６ １，０１７

受託経費 ４，２１１ ２，７９３ １，４１８

一般管理費 ６，４０４ ５，０３１ １，３７３

減価償却費 ５，９８２ ４，０５８ １，９２４

財務費用（利息） ０ ８４ ▲ ８４

臨時損失 ０ ４７６ ▲ ４７６

収益の部 ４５，７２０ ４１，３７６ ▲ ４，３４４

運営費交付金収益 ３４，６２６ ３４，６６５ ３９

受託収入 ４，２１１ ２，８０２ ▲ １，４０９

手数料収入 ９０１ ９９６ ９５

資産見返負債戻入 ５，９８２ ２，５２４ ▲ ３，４５８

物品受贈益 ０ ３ ３

臨時利益 ０ ３８６ ３８６

純利益 ０ ８２８ ８２８

目的積立金取崩額 ０ ２９０ ２９０

総利益 ０ １，１１８ １，１１８

費用の部 ５，２４６ ４，３６３ ８８３

講習関係経費 ５，２４６ ４，３６３ ８８３

収益の部 ５，２４６ ５，１０９ ▲ １３７

講習関係収入 ５，２４６ ５，１０９ ▲ １３７

純利益 ０ ７４６ ７４６

目的積立金取崩額 ０ ８４ ８４

総利益 ０ ８３０ ８３０

※ 百万円未満四捨五入のため、合計と一致しないことがある。

（決算額の説明）

１．費用の部

（１）経常経費

・業務経費の減額については、交付金及び自己収入充当業務の効率化により削減に努め
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たこと等によるものである。

・一般管理費の減額については、間接業務の効率化により削減に努めたこと等による

ものである。

・減価償却費の減額については、施設整備費補助金により取得した資産の有効利用に

努めたことによるものである。

（２）財務費用の決算額は、支払利息及び為替差損等の合計額である。

（３）臨時損失の決算額は、固定資産除却損等である。

２．収益の部

・運営費交付金収益の減額については、業務の効率化により運営費交付金の額を抑えた

ことによる。

・受託に係る経費決算額と収入決算額の差額については、購入した資産の未償却益によ

るものである。

・手数料収入の増額については、微生物等の分譲手数料、審査手数料等、自己収入の増

加に努めたことによる。

・資産見返負債戻入の決算額は、現有資産の有効利用に努め、交付金原資での新規の資

産取得を当初の想定より抑えたことによるものである。

・物品受贈益の決算額は、国等から無償譲与された消耗品費等によるものである。

・臨時利益の決算額は、固定資産売却益や、資産見返運営費交付金戻入等である。

３．総利益

・講習関係以外の総利益の決算額は、収益化された運営費交付金債務残高のほか、消費

税の還付金、及び受託収入で購入した資産の未償却益等である。

・講習関係の総利益は、当該業務が受講者数の変動があり５年間で収支が見合う設定と

なっているが、当初想定よりも業務の効率化に努めた結果、黒字となったもの。
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《別表３》資金計画（中期目標期間）

（単位：百万円）

区 別 計画額 決 算 差 額

資金支出 ４８，６８４ ４７，１０６ １，５７８

業務活動による支出 ４４，９８４ ４０，９８２ ４，００２

投資活動による支出 ３，７００ ３，２０３ ４９７

財務活動による支出 ０ １，２１７ ▲ １，２１７

資金増加額 ０ １，７０４ ▲ １，７０４

資金収入 ４８，６８４ ４７，１０６ ▲ １，５７８

業務活動による収入 ４８，６８４ ４６，４０２ ▲ ２，２８２

運営費交付金による収入 ３７，７２６ ３７、２２７ ▲ ４９９

受託収入 ４，２１１ ３，０２６ ▲ １，１８５

講習関係収入 ５，２４６ ５，０５７ ▲ １８９

その他の収入 ９０１ １，０９２ １９１

投資活動による収入 ６００ ７０４ １０４

施設費による収入 ６００ ６９０ ９０

その他の収入 ０ １４ １４

財務活動による収入 ０ ０ ０

※ 百万円未満四捨五入のため、合計と一致しないことがある。

（決算額の説明）

１．資金支出

・業務活動による支出については、第二期中期目標期間中における業務活動による経費

及び人件費の総支出額である。

減少については、運営費交付金収入が減少したことによる。

・投資活動による支出については、第一期中期目標期間中における施設整備に要した工

事経費等の支出額である。

減少については施設費収入が減少したことによる。

・財務活動による支出については、ファイナンス・リース債務の返済による支出額であ

る。

２．資金収入

・業務活動による収入のその他の収入については、微生物等の分譲手数料、審査手数料

等の手数料収入及び消費税の還付金等によるものである。

受託収入の減少は、受託契約数の減少によるものである。

講習関係収入の減少は、受講者数の減少によるものである。

・投資活動による収入については、施設整備費による収入等である。


